
（平成２２年６月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 85 件

国民年金関係 20 件

厚生年金関係 65 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 89 件

国民年金関係 37 件

厚生年金関係 52 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                  

 

  

東京国民年金 事案 7777  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月 

私は、勤務していた旅館を退職した後、次に就職するまでの５か月分の国

民年金保険料を指示されたとおりに納付し、当時の領収証書及び当時居住し

ていた町発行の「国民年金被保険者記録」の証明書も所持しており、これら

を社会保険事務所（当時）に提示したが、納付期間がずれているとして、申

立期間の１か月分を納付済みとしてもらえず、納付した保険料のうち１か月

分を還付するとの回答をもらった。申立期間の保険料を納付済みとしてもら

いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49 年７月の国民年金加入以降、申立期間及びその後の１

か月（厚生年金保険加入期間に挟まれた国民年金被保険者期間は３日間）を

除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

申立人は、昭和 52 年度第１期分の国民年金保険料領収証書（52 年５月 13

日納付。４月分が消されており、納付金額は２か月分）及び同年度第２期分

の国民年金保険料領収証書（52 年８月１日納付）のほか、当時居住していた

町が発行した「国民年金被保険者記録」の証明書（52 年９月 24 日発行。納

付期間が 52 年４月から同年９月までとされているが、資格取得日は 52 年５

月 10 日とされている。）を所持しており、所轄社会保険事務所に対してこ

れらを提示して納付記録照会を行っている。当該社会保険事務所は、照会に

対し、資格取得日が平成 12 年４月に 52 年５月 10 日から同年４月 30 日に訂

正されており、当時の記録から同年５月から９月までの保険料納付に問題は

なく、厚生年金保険の被保険者資格を取得している同年９月分については、

還付事実が確認できないことから還付する旨の回答を行い、21 年３月 16 日



                  

 

  

に還付決議（支払未了）を行っている。 

しかしながら、申立人の旅館退職後の保険料について、昭和 52 年度第１

期分の国民年金保険料領収証書から 52 年５月に最初の納付を行っているこ

とが確認でき、退職後間もない当該時点で申立人が離職日を誤ることは考え

にくい上、同年９月に町が発行した「国民年金被保険者記録」の証明書には、

申立期間の 52 年４月からの保険料を納付していたことが記載されているこ

と、申立人は、旅館退職後の時期の５か月分の保険料を納付しており、うち

１か月分について平成 21 年３月にいたるまで還付決議手続も行われておら

ず、申立人は、旅館離職後の申立期間を含む国民年金加入期間の保険料の納

付を示すものと認識して２枚の国民年金保険料領収証書及び町発行の「国民

年金被保険者記録」の証明書を 30 年以上保管していたことなどから、申立

人は旅館離職後の申立期間を含む５か月の国民年金加入期間の保険料を納付

していたものと考えるのが相当である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7778 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年６月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年６月から 53年３月まで 

    私の妻は、結婚後、過去の分をさかのぼって納められるという時期に、

私の未納期間の保険料をすべて納付した。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以外の国民年金加入期間の保険料をすべて納付してお

り、申立人の保険料を納付したとする妻は、第２回特例納付を含め国民年金

加入期間の保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和55年５月に払い出されて

おり、当該払出時点は第３回特例納付の実施期間であり、申立人の妻は、未

納期間を調べてもらい、申立人の53年４月分以降の過年度保険料を一括で納

付した後に、申立期間の保険料を追加して納付したことを具体的に説明して

おり、その納付したとする金額は申立期間の保険料を特例納付した場合の保

険料額とおおむね一致するなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7779          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月から 49 年３月までの期間及び

昭和 49 年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月から 38年３月まで 

             ② 昭和 48年４月から 49年３月まで 

             ③ 昭和 49年７月から同年９月まで 

私は、結婚を機に国民年金の加入手続を行い、その後は妻が夫婦二人分

の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、当該期間は 12 か月及び３か月と短期間で、

前後の期間の保険料は納付済みであり、申立人の国民年金手帳の記号番号は

昭和 38 年９月に払い出されており、申立人は、同年４月以降 60 歳到達時ま

で、当該期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。また、夫婦は理

容業を経営しており、当該期間の前後を通じて夫婦の職業や住所に変更は無

く、生活状況に大きな変化は認められないこと、夫婦二人分の保険料を一緒

に納付していたとする申立人の妻は、申立期間②のうち 48 年４月から同年６

月までの期間の保険料を納付していることなど、申立内容に不自然さはみら

れない。 

   しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、上記の申立

人の手帳記号番号払出時点で、当該期間の保険料は過年度保険料となるが、

夫婦には過年度保険料を納付した記憶は無いなど、申立人が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間うち、昭



                  

 

  

和 48年４月から 49年３月までの期間及び昭和 49年７月から同年９月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7780             

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年５月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月から同年８月まで 

私の母は、平成７年４月ごろ、私の国民年金の加入手続を行い、申立

期間を含めて、さかのぼって国民年金保険料を納付したはずである。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、４か月と短期間であり、当該期間の前後の期間の国民年金保

険料は納付済みであり、申立人は、その後の保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成７年４月時点

では、申立期間の国民年金保険料を過年度納付することが可能であり、オン

ライン記録では、５年４月分の保険料を７年５月 19 日に納付していること

が確認でき、申立人は、過年度保険料の納付書を受け取っていたものと考え

られることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 12 月から 40 年３月までの期間及び 42 年４月から 43

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 39年 12月から 40年３月まで 

             ② 昭和 42年４月から 43年３月まで 

私は、20 歳の頃に、当時住み込みで働いていた店の主人の勧めで国民年

金に加入し、その後は国民年金保険料を区の集金人に支払っていた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き60歳になるまで国民年金保険料をすべて納付し

ており、申立期間はそれぞれ４か月及び12か月と短期間である。 

申立期間①については、国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和40年

２月時点で当該期間の保険料を現年度納付することが可能であり、申立人が

保険料を区の集金人に支払っていたとする方法は、申立人が居住している区

の当時の収納方法と合致しているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

申立期間②については、当該期間前後の保険料が納付済みであり、申立人

が納付したと説明する金額は、当該期間の保険料額とおおむね一致している

上、申立人は、当該期間当時、自身が経営する店の事業状況が悪化したこと

は無く順調であったと説明しており、申立人の店舗兼住宅の住所にも変化が

無いなど、申立人が当該期間の保険料を納付することが困難な状況にあった

と確認される事情もみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7787 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年７月から 61 年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月から 61年 12月まで 

    私の母は、私が 20 歳のころ、私の国民年金の加入手続を行い、私が昭和

62 年に転居するまで国民年金保険料を納付してくれていた。転居後は、私

が送付されてくる納付書で、未納のないよう保険料を納付している。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 60 年７月から 61 年 12 月までの期間については、申

立人は、申立期間後の国民年金保険料はすべて納付しており、申立人の国民

年金手帳の記号番号が払い出された 62 年９月時点で過年度納付することが可

能である上、直後の 62 年１月から同年３月までの保険料は過年度納付されて

いる。 

   また、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の母親は、昭和 53 年

３月に国民年金に任意加入後、当該期間を含め自身の保険料を 60 歳に達する

まですべて納付しており、大半は付加保険料も含めて納付しているなど、申

立内容に不自然さはみられない。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 59年 11月から 60 年６月までの期間

については、母親が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、手帳記号番号が払い出された 62 年９月時

点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

いなど、母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 



                  

 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60年７月から 61 年 12月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年４月から同年６月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 48年 12月から 54年６月まで 

私は、昭和 54 年 10 月ころに結婚したのを期に国民年金に加入し、それ

までの未納分の国民年金保険料を郵便局で一括納付した記憶がある。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 54 年４月から同年６月までの期間については、申立

人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 56 年７月時点で、国民年金保険

料を過年度納付することが可能な期間であり、申立人は当該期間後の保険料

がすべて納付済みであるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 48年 12月から 54年３月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、加入手続場所に関する記憶は曖昧
あいまい

であり、

一括納付したとする金額に関する説明には変遷があるなど、当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 56 年７月は、第３回特例

納付実施期間ではなく、当該期間は時効により保険料を納付することができ

ない期間である。 

さらに、申立人は現在所持している年金手帳のほかに年金手帳を所持した

ことがないと説明するなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                  

 

  

昭和 54 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年８月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月から 48年７月まで 

             ② 昭和 48年８月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 51年４月から 52年３月まで 

私は、実家の母から通常の仕送り以外に、国民年金保険料を納付するた

めのお金を送ってもらい、20 歳のころから当時住んでいたアパートの近く

の区役所出張所で保険料を納付していた。昭和 48 年８月に姉の家族と同居

してからは、姉が私の保険料を付加保険料を含めて一緒に納付してくれて

いた。申立期間①が国民年金に未加入で保険料が未納とされていること及

び申立期間②、③の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人が昭和48年８月14日に任意加入しているこ

とがオンライン記録等で確認でき、一緒に国民年金保険料を納付していたと

する申立人の姉も当該期間の保険料が納付済みとなっている。 

また、オンライン記録によると、申立人は昭和50年４月に付加保険料の納

付申出をしたとされているが、納付記録では既に49年１月分から付加保険料

を納付していることが確認できるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①及び③については、申立人が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

期間①については、申立人は、国民年金の加入手続、住所変更手続及び国民

年金手帳の記憶が曖昧
あいまい

であり、納付したとする金額も当該期間の保険料額と

大きく相違している上、当該期間は任意加入適用期間の未加入期間であり、

制度上、保険料を納付することができない期間である。 



                  

 

  

また、申立期間③については、申立人は、国民年金の住所変更手続、保険

料の納付場所及び納付方法に関する記憶が無く、申立人の国民年金手帳記号

番号払出簿の備考欄には不在者扱いされていた旨の記載があることから、転

居後の国民年金に係る住所変更届が適切に行われていなかったものと推察さ

れるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和48年８月から同年12月までの付加保険料を含めた国民年金保険料を納付

していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年 11 月から 39年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 39年３月まで 

    私の父は、私が 20 歳になった昭和 38 年＊月ごろ、私の国民年金の加入

手続を行い、家族全員の国民年金保険料をまとめて集金人に納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は５か月間と短期間の１回のみであり、申立人は、申立期間を除

き 60 歳到達時までの国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付してい

る。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 39 年５月に払い出されてお

り、その時点では、申立期間の保険料は過年度納付することが可能であり、

集金人に保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住している区が行

っていた印紙検認による納付方法と合致しているほか、申立人の父親が集金

人にまとめて納付していたとする父親自身、母親及び兄姉の申立期間の保険

料は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7797 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年４月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

                                        

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   :  ① 昭和 48年４月から同年６月まで 

                          ② 昭和 49年４月から同年 12月まで 

    私は、申立期間当時、住民票を移動させないまま転居していたが、国民

年金保険料は姉に送金して納付してもらっていた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は９か月と短期間であり、当該期間の前

後は国民年金保険料を納付済みである。また、申立人の国民年金手帳の記号

番号が払い出された昭和 50 年８月時点で過年度納付が可能な期間であり、直

前の 48 年７月から 49 年３月までの保険料は納付済みである上、申立人は第

２回特例納付により、受給資格期間に関係なく 20 歳以降の特例納付可能な期

間の保険料をすべて納付しており、保険料を納付してくれていたとする姉は、

申立期間の保険料が納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さはみら

れない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人及び申立人の姉が当該期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、申立人は、当時の納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料を納付

していたとする姉から当時の納付状況等を聴取することができないため、当

時の状況が不明である。また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 50

年８月は第２回特例納付の実施期間であり、オンライン記録により申立人は

昭和 36 年４月から申立期間①直前の 48 年３月までの保険料を第２回特例納

付により納付していることが確認できるものの、当該期間は第２回特例納付



                  

 

  

の納付対象期間ではないことに加え、手帳記号番号の払出し時点では、時効

により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人及びその姉

が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 49 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7802                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年３月の国民年金付加保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 

私は、国民年金保険料を付加保険料といつも一緒に納付してきた。申立

期間についても、同時に口座振替された。定額保険料は納付済みであるの

に、申立期間の付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年 10 月の国民年金任意加入以降、国民年金加入期間に

ついて、申立期間及び厚生年金保険加入期間に挟まれた２か月間を除き、付

加保険料を含む国民年金保険料をおおむね納付している。 

また、申立期間は１か月と短期間であり、申立期間の前後の期間は付加保

険料を含む国民年金保険料を納付済みで、申立期間の定額保険料は納付済み

である。 

さらに、申立人は、申立期間を含む昭和 48 年７月から 49 年３月までの定

額及び付加保険料を 48 年９月 27 日に前納し、49 年１月からの保険料改定に

伴う不足額を口座振替により納付したと説明しており、前納及び口座振替の

通知が行われたことは申立人の所持する領収証書及び区役所発行の不足額の

国民年金保険料充当通知書により確認できるなど、申立内容に不自然さはみ

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保

険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7803 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から同年７月まで 

    私は、転居をした際に、国民年金の住所変更の手続を行い、転居先の市

の窓口で国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は４か月と短期間であり、申立人は、昭和 53 年９月以降、申立期

間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人が区役所で住所変更の手続を行った昭和 58 年７月時点では、

申立期間の保険料を現年度納付することが可能であり、申立人は、住所変更

手続の際に窓口で保険料を納付したと説明しており、当時の納付方法と合致

しているなど、申立内容に不自然さはみられず、申立期間当時に納付を行う

ことが困難な状況にあったと推認される事情もみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7819 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年３月まで 

    私の妻は、私が会社を退職した後の昭和 52 年１月ころに国民年金の加入

手続をしてくれ、妻自身の国民年金保険料と一緒に申立期間の保険料を納

付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 52 年 11 月に払い出されて

おり、当該払出時点で申立期間の保険料を過年度納付することが可能であっ

たこと、申立人の保険料を納付していたとする申立人の妻は、国民年金加入

期間の保険料をすべて納付しており、申立期間も自身の保険料が納付済みで

あることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7820 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から同年９月まで 

私は、夫婦二人分の国民年金保険料をすべて納付してきた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金制

度発足当初から 60歳到達時までの国民年金保険料をすべて納付している。 

また、保険料を一緒に納付してきたとする申立人の夫も、国民年金制度発

足当初から 60 歳到達時までの保険料をおおむね納付しているなど、申立内

容に不自然さはみられず、申立期間当時に保険料を納付することが困難な状

況にあったと確認される事情もみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7821 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年３月 

    私の母は、私が会社を退職して結婚し、夫の転勤で外国に転居した後、

納付勧奨を受けて私の未納分の国民年金保険料を納付してくれた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間直後の昭和 63 年４

月から第３号被保険者となる前の同年 10 月までの国民年金保険料をすべて現

年度納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 63 年 12 月に払い出されて

おり、当該払出時点で申立期間の保険料を過年度納付することが可能であっ

たこと、申立人の保険料を納付したとする母親は、申立人が出国した後、電

話等で未納保険料の納付勧奨を受けて、申立人の退職後の保険料を納付した

と説明しており、当時居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）にお

ける納付勧奨の方法と合致していること、母親は国民年金加入期間の保険料

をすべて納付していることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7826                   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成６年 10 月及び８年２月から９年 12 月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：   ① 昭和 51年８月から同年 12月まで 

② 平成６年 10月 

③ 平成８年２月から９年 12月まで 

④ 平成 10年１月から 12年２月まで 

私は、昭和 53 年ころに夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人

分の国民年金保険料を納付していた。妻がパートの仕事を始めた 60 年１月

以降は、夫婦別々に保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立期間が１か月と短期間であり、当該期間前後

の期間の国民年金保険料が納付済みであるほか、当該期間及びその前後の期

間を通じて申立人の住所や職業に変更は無く、生活状況に大きな変化は認め

られないなど、申立内容に不自然さはみられない。また、申立期間③につい

ては、申立人が所持する平成８年１月から９年 12 月までの現金出納帳に保険

料が記載されており、その金額は当時の保険料額とおおむね一致しているな

ど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①及び④については、申立人が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立期

間①については、申立人は、保険料の納付時期及び納付額に関する記憶が

曖昧
あいまい

であり、申立人が当該期間の保険料を一緒に納付していたとする妻も当

該期間の保険料は未納であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                  

 

  

また、申立期間④については、当該期間直前の申立期間③の保険料が現金

出納帳に記載されているのに対し、当該期間の現金出納帳は提出されておら

ず、これについて、申立人は、「平成 10 年１月以降の現金出納帳に保険料の

記載が無く、不要と思い処分してしまった。」と説明しており、当該期間の

保険料を納付したとする根拠、理由が定かでないなど、申立人が当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成６年 10 月及び８年２月から９年 12 月までの期間の国民年金保険料を納

付していたものと認められる。 

 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7827 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、 

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 50 年 12 月に退職後、しばらくしてから国民年金に加入し、

妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、会社を退職した直後の昭和

50年 12月から申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

また、夫婦二人分の保険料を納付したとする申立人の妻も申立期間の保険

料が納付済みであり、申立期間の前後を通じて申立人の住所や職業に変更は

無く、申立人の生活状況に大きな変化は認められないなど、申立内容に不自

然さは無く、申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認さ

れる事情もみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7828 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年３月から 61 年６月までの国民年金保険料については、付

加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

  

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年３月から 61年６月まで 

 私は、申立期間の国民年金保険料を付加保険料を含めて郵便局や銀行で納

付していた。当時は仕事も順調でお金にも困っておらず、昭和 58 年３月か

ら納付を中止したということは考えられない。申立期間の定額保険料及び付

加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年５月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、52 年４月から 58 年２月までの期間は付加保険料を含めて納付し

ているほか、申立期間前の 52 年５月から 54 年３月までの期間及び同年９月か

ら 56年３月までの期間は付加保険料を含めて保険料を前納している。 

   また、申立人の所持する年金手帳から、申立人は昭和 59 年５月の住所変更

手続及び申立期間後の厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行って

いることが確認できるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保険

料を含む国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7829 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 36 年４月に国民年金に加入して以来、国民年金保険料をすべ

て納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金保

険料をすべて納付しており、申立期間の前後を通じて申立人の住所や夫の職

業に変更は無く、申立人の生活状況に大きな変化は認められないなど、申立

内容に不自然さは無く、申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあっ

たと確認される事情もみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                  

 

  

東京国民年金 事案 7830              

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年７月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 50年 12月まで 

私は、昭和 48 年３月に退職後、すぐに国民年金と国民健康保険の手続を

し、その後は元妻が私の国民年金保険料を納付していたはずである。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和50年７月から同年12月までの期間については、申立

人は、51年１月以降、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付して

いる。また、申立人の保険料を納付していたとする申立人の元妻の国民年金

手帳の記号番号は昭和51年12月に払い出され、この払出時点で元妻の50年７

月から51年３月までの保険料が過年度納付されていることが確認できるとと

もに、申立人の被保険者台帳は、52年２月に元妻の手帳記号番号が払い出さ

れた区を管轄する行政庁に移管されていることが確認でき、元妻の手帳記号

番号の払出しと同時期に、申立人の48年４月の厚生年金保険資格喪失後の国

民年金の再取得手続が行われ、申立人の当該期間の保険料は元妻と同様に過

年度納付されたものと考えられるなど、当該期間の申立人の保険料が未納と

されているのは不自然である。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和48年４月から50年６月までの期間に

ついては、申立人の元妻が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付していたとする元妻も

当該期間の自身の保険料が未納であるなど、当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                  

 

  

昭和50年７月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 10207                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年８月１日から 31年５月８日まで 

             ② 昭和 31年５月 10日から 32年 12月１日まで 

             ③ 昭和 34年７月 14日から 35年９月１日まで 

ねんきん特別便を見て、申立期間について脱退手当金の支給記録があるこ

とを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職する時には、脱退手当金の説明は無く、

脱退手当金の制度自体を知らなかったし、退職から相当期間を経過して支給

されているのも理解できないので、調査をして脱退手当金の支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立期間②と③の間の被保険者期間につ

いてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしながら、５回

の被保険者期間のうち、２回の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立人の脱退手当金は昭和 36 年に支給決定されているが、同年７月に別

の事業所に勤務し、厚生年金保険の被保険者となっており、申立人が、その当時脱

退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

さらに、申立期間の脱退手当金として支給されたとする額は法定支給額と大幅に

相違している上、オンライン記録では、脱退手当金の支給決定日は最終事業所退職

後に昭和 36 年３月 11 日と同年６月 11 日の２つの年月日が記録されているなど、

事務処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10208                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年１月６日から 34年２月 24日まで 

             ② 昭和 34年５月１日から 34年９月１日まで 

平成 22 年に、厚生年金保険の期間照会の回答を見て、申立期間について

脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職する時には、脱退手当金の説明は無く、

脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険者期間

についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしなが

ら、４回の被保険者期間のうち、２回の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立期間②での厚生年金保険加入期間は、脱退手当金の請求要件であ

る 24 か月に満たない４か月である上、当該事業所において、脱退手当金の受

給記録がある者のうちの一人は、自分で請求手続を行った旨の供述をしている

ことを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10213 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 21年７月 29日に、同社Ｄ支店における資格喪失

日に係る記録を 23 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 21 年６

月は 180円、23年８月及び同年９月は 4,200円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、昭和 21 年６月については、明らかでないと認めら

れ、また、23年８月及び同年９月については、履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年６月 28日から同年７月 29日まで 

② 昭和 23年８月 27日から同年 10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、各申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

それぞれの申立期間に支店間の異動はあったが、同社に継続して勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社が保管する社員台帳から判断すると、申立人が

Ａ社に継続して勤務し（昭和 21年７月 29日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に

異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 21 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、180 円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は、申立期間①については不明としており、これを確認でき



 

る関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録及び上記社員台帳により、申立

人がＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

そして、社員台帳においては、申立人が昭和 23年８月 19日にＡ社Ｄ支店

から同社Ｅ支店に異動したことが記録されている。一方、同社Ｅ支店が厚生

年金保険の適用事業所となったのは同年 10 月１日であるところ、Ｂ社は、

「当社では厚生年金保険の適用事業所となるまでは、異動前に在籍していた

各支店において、厚生年金保険に加入させていたはずである。」と回答して

いる。 

そこで、Ａ社Ｅ支店において、昭和 23年 10月１日に厚生年金保険の被保

険者資格を取得した者の、それ以前の加入記録を確認したところ、ほぼすべ

ての者が同日に同社の他支店において資格を喪失していることが確認でき、

事業所の回答と符合している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社において申立期間②に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｅ支店におけ

る昭和 23年 10月の社会保険事務所の記録から、4,200円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 23 年８月及び同年９月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間②に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案 10214 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額を 28万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から４年５月 20日まで 

       Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間について、標準報酬月額が、実

際に受け取っていた給与より引き下げられているので、調査の上、標準報酬

月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

（平成４年 11 月４日）より後の５年５月６日付けで、申立人の申立期間の標

準報酬月額は、当初記録されていた 28万円から 24万円にさかのぼって減額訂

正されていることが確認できる。 

また、複数の同僚の記録も、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

日以降の日付で、標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されていることが確認

できる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額を

さかのぼって減額訂正する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係

る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 28 万円に訂正することが必

要である。 



 

東京厚生年金 事案 10215 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格取得日は昭和 19 年 10

月１日、資格喪失日は 22 年１月２日であると認められることから、厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 19年 10月から 21年３月

までは 80円、同年４月から同年８月までは 240円、同年９月から同年 12月ま

では 360円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 22年１月２日まで 

Ａ社Ｃ工場に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。日記を付け

ており、申立期間当時の日記を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の同

社における資格取得日は昭和 19年 10月１日と記録されているのが確認できる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳では、申立人の生年月日に誤りがあるもの

の、記号番号、氏名及び資格取得日が上記被保険者名簿と一致している。 

しかしながら、いずれの記録においても申立人のＡ社Ｃ工場における資格喪

失日欄は空欄となっている。 

一方、Ｂ社は当時の資料が無く、申立人の勤務期間は確認できないと回答し

ているものの、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人の標準報酬月額の改定記録が昭和 21 年９月まで記録されていること、

また、申立人から提出された日記には、「22年１月一身上の都合に依り退職す」

と記載されており、さらに、「22 年１月Ｄ社に店務見習に行く」と記載されて

いることから、申立人は 22 年の１月ごろまでＡ社Ｃ工場に勤務していたこと

がうかがえる。 



 

以上のことから、社会保険事務所（当時）における申立人に係る厚生年金保

険記録の管理は十分に行われていなかったものと認められる。 

なお、申立人のＡ社Ｃ工場における資格喪失日は、関係資料等から特定する

ことはできないが、厚生年金保険被保険者期間を昭和 21年 12月までとするこ

とから、同社の退職日を 22 年１月１日として、資格喪失日を同年１月２日と

する。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、健康保険厚生年金保険被保険者

名簿に記載されている記録から、昭和 19 年 10 月から 21 年３月までは 80 円、

同年４月から同年８月までは 240 円、同年９月から同年 12 月までは 360 円と

することが妥当である。 

 



 

東京厚生年金 事案 10216 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち平成３年８月１日から同年 10 月１日までの期間

に係る標準報酬月額の記録について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該期間に係る標

準報酬月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から４年８月 21日まで 

       Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間について、標準報酬月額が、実

際に受け取っていた給与より引き下げられている。同社では取締役で勤務し

たものの、社会保険の届出事務には関与していなかったので調査の上、標準

報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

（平成４年 11 月４日）より後の５年５月６日付けで、申立人の平成３年８月

及び同年９月に係る標準報酬月額は、当初記録されていた 53万円から 50万円

にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

   また、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本により、取締役であったことが確認

できるが、元代表取締役及び元同僚は、｢申立人は、営業本部長であり、社会

保険の届出事務に関与していなかった。｣と供述している上、オンライン記録

により、申立人は、減額訂正処理が行われた平成５年５月より前の４年 11 月

に既に別の会社に勤務し、厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが

確認できることから、当該減額訂正処理に関与していないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさ

かのぼって減額訂正する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間のうち、平成３年

８月及び同年９月に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た 53万円に訂正することが必要である。 



 

なお、申立期間のうち、平成３年 10月から４年７月までの期間については、

オンライン記録によると、申立期間当時の厚生年金保険に係る標準報酬月額の

最高等級である 53 万円が申立人の標準報酬月額として記録されていることか

ら、当該期間について標準報酬月額の記録訂正をすることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10217 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 10年２月 28日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分か

った。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

（平成 10年２月 28日）より後の同年３月５日付けで、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、当初記録されていた 59万円から９万 8,000 円にさかのぼ

って減額訂正されていることが確認できる。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は取締役であったことが確認でき

るが、二人の元同僚は、「申立人は営業部長であり、社会保険関係の業務に関

与していなかった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさ

かのぼって減額訂正する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 59 万円に訂正することが必要

である。 

 



 

東京厚生年金 事案 10218 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 23年５月 14日に、Ａ社Ｄ支店における資格取得

日に係る記録を 30 年８月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 23 年５

月から同年７月までは 600 円、同年８月は 7,200 円、30 年８月は１万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年５月 14日から同年９月１日まで 

② 昭和 30年８月 26日から同年９月５日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。各申

立期間に支店間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保管する社員台帳から判断すると、申立人が

Ａ社に継続して勤務し（昭和 23年５月 14日に同社Ｅ支店から同社Ｃ支店に、

30年８月 26日に同社Ｇ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｅ支店における昭

和 23 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、同年５月から同年７月ま

では 600円、同社Ｃ支店における同年９月の社会保険事務所の記録から、同年

８月は7,200円、同社Ｄ支店における30年９月の社会保険事務所の記録から、

同年８月は１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無



 

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10220 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を 22万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 10年６月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報酬月

額が実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額より低い。

給与明細書を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった平成９年４月分及び 10 年５月分の給与明細書にお

いて、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立期間のうち、給与明細書の提出が無い平成９年５月から 10 年４

月までの期間については、オンライン記録上の標準報酬月額に変更が無いこと

及び同僚の供述から、当該期間においても同様の業務に継続して従事し、勤務

形態にも変更が無かったことがうかがえることなどから判断すると、当該期間

についても９年４月及び 10 年５月の給与に見合う額と同額の厚生年金保険料

が控除されていたと推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立期間について、申立人は標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定または決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給



 

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人が提出した給与明

細書等において確認できる保険料控除額から、平成９年４月から 10 年５月ま

での期間について 22万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は当時の資料が無いことから不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10221 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額を平成４年 12 月から７年９月までは 53 万円、同年 10

月から９年９月までは 47万円、同年 10月及び同年 11月は 30万円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 12月１日から９年 12月 31日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、

給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違して

いる。そのため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、平

成７年４月から同年９月までは 53 万円、同年 10 月から９年４月までは 47 万

円と記録されていたところ、同年５月１日付けで、当該期間はいずれも 30 万

円にさかのぼって減額訂正されており、申立人のほか同社の代表取締役及びそ

の親族４人の標準報酬月額が、同様にさかのぼって減額訂正されていることが

確認できる。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成９年 12月 31日の

後の 10年１月７日付けで、申立人の標準報酬月額は、４年 12月から７年３月

までは 53 万円、同年４月から９年 11 月までは 30 万円と記録されていたとこ

ろ、当該期間はいずれも９万 2,000円にさかのぼって減額訂正されていること

が確認できる。 

さらに、Ａ社の代表取締役は、「当時、当社は厚生年金保険料を滞納してお

り、その対応のため、社会保険事務所の職員と相談し、具体的な手続内容につ

いては記憶していないが、何か書類を提出した。」と供述している。 

一方、申立期間のうち、平成９年 10月及び同年 11月に係る標準報酬月額に



 

ついては、オンライン記録によると、同年５月１日付けで訂正処理を行った後

の最初の定時決定（平成９年 10 月１日）で 30 万円と記録されているところ、

当該処理については、遡及
そきゅう

訂正処理との直接的関係が見当たらず、社会保険事

務所の事務手続が不合理であったとは言えない。 

また、当該期間において、申立人は 47 万円の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料が控除されていたことを申し立てているが、申立人は当該期間の給与

明細書等を所持していない上、Ａ社の事業主及び従業員から保険料控除につい

て明確な供述は得ることはできず、このほかに申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成４年 12 月から

７年９月までは 53万円、同年 10月から９年９月までは 47万円、同年 10月及

び同年 11月は 30万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 10224                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社本社における資格取得日に係る記録を昭和

30年４月 19日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 9,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月 19日から同年５月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険及び健康保険組合の記録並びにＡ社から提出された人事記録から

判断すると、申立人は、申立期間に同社本社に継続して勤務し（昭和 30 年４

月 19日に同社Ｂ支社から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 30 年５月の社会保険事務

所（当時）の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の記録を散逸しているため不明であるとし、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10229 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 35年 12月１日から 36年２月 22日までの

期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、当該期間に係る資

格喪失日（35 年 12 月１日）及び資格取得日（36 年２月 22 日）を取り消し、

当該期間の標準報酬月額を 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 12月１日から 36年２月 22日まで 

② 昭和 63年３月 31日から同年４月１日まで 

③ 平成６年７月 21日から同年 10月１日まで 

兄が経営していたＡ社で勤務した申立期間①、Ｂ社で勤務した申立期間

②、そして、私が創業したＣ社で勤務した申立期間③の加入記録が無い。

それぞれの会社に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、オンライン記録では、Ａ社において昭和

35年５月１日に厚生年金保険の資格を取得し、同年 12 月１日に資格を

喪失後、36 年２月 22 日に同社において再度資格を取得しており、当該

期間の被保険者記録が無い。 

しかし、複数の同僚は、申立人が当該期間において前後の期間と変わらず

に大学の夜間部に通学しながら、Ａ社で同様の業務に従事していた旨を供述

している。 

また、上記の複数の同僚は、いずれも当該期間において厚生年金保険の記

録が継続していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人は、当該期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 35

年 11月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていない

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得届を行ってお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 35 年 12 月から 36 年

１月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納入されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、申立人のＢ社における雇用保険の加入記録では、離

職日は、昭和 63年３月 30日となっており、厚生年金保険の資格喪失日と一

致している。 

また、Ｂ社から提出された当時の社会保険の加入及び離職に係る社会保険

担当者が作成したノートには、申立人の同社における離職日は昭和 63 年３

月 30 日と記録されており、厚生年金保険の資格喪失日もオンライン記録と

一致している。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間③について、Ｃ社に係る商業登記簿謄本では、申立人が当該期間

に同社の代表取締役であったことが確認できることから、申立人が、当該期

間において同社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所とな

った日は平成６年 10月１日であり、当該期間は適用事業所となってはいな

い。 

さらに、申立人は、Ｃ社での社員は申立人と妻の２人であったとしている。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

一方、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）等に基づき記録訂正が認められる

かを判断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例

法対象者（申立人）が、厚生年金保険適用事業所の事業主が厚生年金保険の

保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと

認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定さ

れている。 

仮に、申立人が当該期間の厚生年金保険料を給与から控除されていたと認

めることができたとしても、申立人は、Ｃ社の代表取締役として、社会保険

の手続は自ら行っていたとしていることから、特例法第１条第１項ただし書

に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る

状態であったと認められる場合」に該当し、記録訂正の対象とすることはで

きない。 



 

東京厚生年金 事案 10230 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成５年８

月 16 日、資格喪失日が６年５月 14 日とされ、当該期間のうち、同年４月 14

日から同年５月 14 日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同事業所におけ

る資格喪失日を同年５月 14日とし、申立期間の標準報酬月額を 20万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月 14日から同年５月 14日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同事業所は、年金事務所に訂正の届けを行ったが、年金額の計算の基礎

とされていないので、年金額の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社が保管している申立人の退職願により、申立人が同

事業所に平成６年５月 13日まで勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社は、継続して勤務していた従業員の給与から保険料を控除してい

なかったことは考え難いとしていることから、申立人は申立期間の厚生年金保

険料を事業主より給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成６年

３月の社会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 22 年１月 20



 

日に、事業主が申立てに係る事務手続を誤ったとして、資格喪失日の訂正の届

出を行っていることから、社会保険事務所は、申立人に係る６年４月の保険料

について納入の告知を行っておらず、（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ統轄支店（現在は、Ｃ社Ｄ支社）

における資格喪失日に係る記録を平成７年９月 18 日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を 44万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月 18日から同年９月 18日まで 

Ａ社で勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には継続

して勤務し、平成７年９月 18 日にＢ統轄支店からＥ統轄支店に転勤してい

るので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＣ社Ｄ支社が保管していた申立人に係る賃金台帳

並びにＦ健康保険組合の申立人に係る健康保険資格証明書から、申立人がＡ社

に継続して勤務し（平成７年９月 18 日に同社Ｂ統轄支店から同社Ｅ統轄支店

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成７年９月分の上記賃金台帳

の保険料控除額から、44万円とすることが妥当である。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成

18年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年４月は 16万円、同年５

月は 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年４月１日から同年６月１日まで 

Ａ社（合併により現在はＢ社）で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。申立期間に関連会社への異動はあったが、同社に継続

して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＢ社の親会社であるＣ社から提出された申立人に係

る人事記録及び賃金台帳から、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤

務し（平成 18 年６月１日にＡ社から関連会社のＤ社に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る賃金台帳の報

酬額から、平成 18年４月は 16万円、同年５月は 15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、誤った届出を行ったことを認めており、事業主が平成 18年４月１日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人の同年４

月及び同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案 10239 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 28年４月１日、資格喪失日に係る記録を 30年１月 20日とし、申立期間

の標準報酬月額を 28 年４月から同年８月までは 4,000 円、同年９月から 29

年 12月までは 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から 30年１月 20日まで              

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社において、

電話交換機の設置工事担当者として勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社を退職後に勤務したＢ社に入社の際に提出した履歴書及びＡ

社の従業員の供述により、申立人が申立期間に同社に勤務していたことが推認

できる。 

また、申立人と同時期にＡ社に勤務し、同じ業務に従事していた同僚には、

すべて厚生年金保険の被保険者としての記録が確認できる。 

さらに、申立人及び同僚が供述した当時のＡ社の従業員数と厚生年金保険被

保険者数がおおむね一致することから、申立期間当時、同社において、すべて

の従業員が厚生年金保険に加入していたと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間に申立人とほぼ同年齢

であった同僚の記録から、昭和 28 年４月から同年８月までは 4,000 円、同年

９月から 29年 12月までは 6,000円とすることが妥当である。 



 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間のＡ社に係る事業所別被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないこ

とから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたことは考えら

れない上、資格の取得、定時決定及び喪失のいずれの機会においても社会保険

事務所が申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から

当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 28 年４月から 29 年 12 月までの保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10240 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 40年２月 25日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同年２月から同年４

月までは３万 6,000 円、同年５月から同年９月までは４万 2,000 円、同年 10

月から 41年４月までは５万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年２月 25日から 41年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間も同社に勤務していたので、当該期間について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社から提出された「健康保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通

知書」及び申立人から提出された昭和 40年７月及び同年 12月の給料明細によ

り、申立人が同社に同年２月 25 日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が提出した昭和 40 年７

月の給料明細では４万 2,000 円、同年 12 月の給料明細では５万 2,000 円の標

準報酬月額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが認められるが、Ａ

社は、年度途中で厚生年金保険料が変わっているのは定時決定によるものと思

われると回答しており、「健康保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定

通知書」の記録、及び給料明細において確認できる厚生年金保険料控除額から、

同年２月から同年４月までは３万 6,000円、同年５月から同年９月までは４万

2,000円、同年 10月から 41年４月までは５万 2,000円とすることが妥当であ

る。  



 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、誤った届出を行ったことを認めていることから、事業主が社会保険事務

所（当時）の記録どおりの資格取得の届出を行い、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る昭和 40年２月から 41年４月までの保険料の納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10247～10254                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の平成

17年 12月５日の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月５日 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与

について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「賞与統計表」により、申立人は、申立期間に同社から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与統計表」において確認

できる保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

10247 女 昭和31年生 21万7,000円

10248 男 昭和25年生 45万5,000円

10249 女 昭和21年生 20万5,000円

10250 男 昭和40年生 35万円

10251 男 昭和52年生 23万円

10252 男 昭和44年生 38万円

10253 男 昭和42年生 31万円

10254 女 昭和23年生 24万5,000円



東京厚生年金 事案10257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社本部における資格喪失日

に係る記録及び同社Ｂ支部Ｃ支局における資格取得日に係る記録を昭和23

年５月１日に訂正し、同年４月及び同年５月の標準報酬月額を600円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和23年４月１日から同年６月15日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に異動はあったが同事業所に継続して勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社提出の在職期間証明書から判断すると、申

立人が同社に継続して勤務し（昭和23年５月１日に同社本部から同社Ｂ支

部Ｃ支局に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

23年３月及び同年６月の社会保険事務所（当時）の記録から600円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会

保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料



及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案10258 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和46年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年５月31日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間について、加入記録が無い。資格喪失

日に関する何らかの間違いと思われる。私が同社を退職した日が記載さ

れた給与所得の源泉徴収票と退職した月の給与支払明細書を提出するの

で、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与所得の源泉徴収票及び給与支払明細書並びに雇用保険の加入記録か

ら、申立人がＡ社に昭和46年５月31日まで継続して勤務し、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

46年５月の給与支払明細書の厚生年金保険料控除額から、６万4,000円と

することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭

和46年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこ

れを同年５月31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る



同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付すべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の

厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案10259 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社本店における資格喪失日

に係る記録を平成８年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を20万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年５月31日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には、

平成８年４月１日から16年９月30日まで継続して勤務していたので、申

立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、同僚の供述及び事業所からの回答から判断すると、

申立人がＡ社に継続して勤務し（平成８年６月１日に同社本店から同社Ｂ

支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における

平成８年４月のオンライン記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、Ａ社本店に係る厚生年金保険の資格喪失日を平成８年

５月31日と誤って届け出たとしていることから、事業主が同日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年

５月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案10260 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社本店における資格喪失日

に係る記録を平成８年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年５月31日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には、

平成８年４月１日から21年６月30日まで継続して勤務していたので、申

立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、同僚の供述及び事業所からの回答から判断すると、

申立人がＡ社に継続して勤務し（平成８年６月１日に同社本店から同社Ｂ

支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における

平成８年４月のオンライン記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、Ａ社本店に係る厚生年金保険の資格喪失日を平成８年

５月31日と誤って届け出たとしていることから、事業主が同日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年

５月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案10262 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年３月１日から39年12月11日まで 

標準報酬月額等の記載のある通知が送付されてきた際に、申立期間の

記載が無かったことから、社会保険事務所（当時）に確認すると、脱退

手当金を支給済みであると言われた。私はその当時、脱退手当金という

制度について詳しく知らず、また請求及び受給した記憶は無いので、年

金記録の訂正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間の直前に資格

喪失している４年以上の加入記録のある被保険者期間がその計算の基礎と

されておらず、未請求となっているが、これを失念するとは考え難い上、

未請求となっている被保険者期間と申立期間は同一番号で管理されている

にもかかわらず、支給されていない期間が存在することは事務処理上不自

然である。 

また、申立期間後は国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付して

おり、脱退手当金を請求する意思を有していたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



東京厚生年金 事案 10263 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 22 年８月 26 日から 23 年２月１日までの期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社（現在は、Ｅ社）本店における資格喪失日に係る記

録を同年２月 1 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 600 円とすること

が必要である。 

 また、申立人は、昭和 27 年５月１日から 28 年２月 21 日までの期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、Ａ社本店における申立人の資格取得日（昭和 27 年５月１

日）及び資格喪失日（昭和 28 年２月 21 日）を取り消し、当該期間の標準

報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

さらに、申立人は、昭和 29 年１月４日から同年７月 30 日までの期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を同年

１月４日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年１月から同年４月まで

は 8,000 円とし、同年５月及び同年６月は１万 6,000 円とすることが必要

である。 

 なお、事業主は、申立人に係る昭和 22 年８月から 23 年１月まで、27

年５月から 28 年１月まで及び 29 年１月から同年６月までの厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年８月 26 日から 23 年２月１日まで 

             ② 昭和 27 年５月１日から 28 年２月 21 日まで 

             ③ 昭和 29 年１月４日から同年７月 30 日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

①から③までの加入記録が無い。申立期間も間違いなく継続して勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     



第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ｅ社が保管する人事情報システムのデータ及び

在籍証明書から判断すると、申立人は同社に継続して勤務し（昭和 22

年８月に、同社本店から同社Ｃ支店へ異動）、当該期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ａ社Ｃ支店における厚生年金保険は、昭和 23 年２月１日から

適用されていることから、申立人の当該期間における厚生年金保険の

記録は、同社本店で継続すべきと考えられる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店にお

ける昭和 22 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、600 円とす

ることが妥当である。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録、Ｅ社が保管する人事情報

システムのデータ及び在籍証明書から判断すると、申立人は同社に継続

して勤務し（昭和 27 年４月に、同社本店からＢ出張員として同社Ｂ支

店に異動し、28 年２月に、同社同支店から同社本店に異動）、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

  なお、Ｅ社本店の総務担当者は、「出張員については、当店で厚生年

金保険の加入手続を行っていたことがあった。」と回答していることか

ら、申立人の当該期間における厚生年金保険被保険者資格は、同社本店

で継続すべきと考えられる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店におけ

る昭和 27 年４月及び 28 年２月の社会保険事務所の記録から、8,000 円

とすることが妥当である。 

  ３ 申立期間③について、雇用保険の加入記録、Ｅ社が保管する人事情報

システムのデータ及び在籍証明書から判断すると、申立人は同社に継続

して勤務し（昭和 29 年１月に、同社本店（勤務はＤ支店）から同社Ｂ

支店へ異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＥ社本店におけ

る昭和 28 年 12 月の社会保険事務所の記録から、29 年１月から同年４

月までは 8,000 円に、同年７月の社会保険事務所の記録から、同年５月

及び同年６月は１万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、厚生年金保険料の控除を行っていたと考えられるが、社会保

険事務所には保険料を納付していないと認めていることから、事業主が

申立期間①については、昭和 23 年２月１日を資格取得日として、申立

期間②については、社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失日及び取



得日として、及び申立期間③については、29 年７月 30 日を資格取得日

としてそれぞれ届け出し、その結果、社会保険事務所は申立人に係る

22 年８月から 23 年１月まで、27 年５月から 28 年１月まで及び 29 年１

月から同年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当

該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案 10267 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年７月 15

日は 43 万円、同年 12 月 15 日は 47 万円、18 年 12 月 15 日は 48 万円、19

年７月 15 日は 46 万円、同年 12 月 15 日は 51 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ：  ① 平成 17 年７月 15 日 

② 平成 17 年 12 月 15 日 

③ 平成 18 年 12 月 15 日 

④ 平成 19 年７月 15 日 

⑤ 平成 19 年 12 月 15 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標

準賞与額の記録が無いことが分かった。同社は、事後に記録の訂正届

は提出したが、厚生年金保険料は時効により納付できず、各申立期間

の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付されるよう

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料（賞与）支払明細書により、申立人は、各申立

期間において同社から賞与の支払を受け、申立期間①は 43 万円、申立期

間②は 47 万円、申立期間③は 48 万円、申立期間④は 46 万円、申立期間



⑤は 51 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対して提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



東京厚生年金 事案 10268 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年７月 15

日は 46 万円、同年 12 月 15 日は 47 万円、18 年 12 月 15 日は 47 万 5,000

円、19 年７月 15 日は 46 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 48 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： ① 平成 17 年７月 15 日 

② 平成 17 年 12 月 15 日 

③ 平成 18 年 12 月 15 日 

④ 平成 19 年７月 15 日 

⑤ 平成 19 年 12 月 15 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標

準賞与額の記録が無いことが分かった。同社は、事後に記録の訂正届

は提出したが、厚生年金保険料は時効により納付できず、各申立期間

の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付されるよう

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料（賞与）支払明細書により、申立人は、各申立

期間において同社から賞与の支払を受け、申立期間①は 46 万円、申立期

間②は 47 万円、申立期間③は 47 万 5,000 円、申立期間④は 46 万 5,000



円、申立期間⑤は 48 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対して提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



東京厚生年金 事案 10269 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の平成 17 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 18 年 12 月 15 日の標準賞与額

に係る記録を、それぞれ 33万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ：  ① 平成 17年７月 15日 

② 平成 17年 12月 15日 

③ 平成 18年 12月 15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標準賞

与額の記録が無いことが分かった。同社は、事後に記録の訂正届は提出

したが、厚生年金保険料は時効により納付できず、各申立期間の記録は給

付に反映されない記録となっているので、給付されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料（賞与）支払明細書により、申立人は、各申立期

間において同社から賞与の支払を受け、各申立期間にそれぞれ 33 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し

て提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付し



ていないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 10270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の平成 17 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日の標準賞与額に

係る記録をそれぞれ 45 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ：  ① 平成 17 年７月 15 日 

② 平成 17 年 12 月 15 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標

準賞与額の記録が無いことが分かった。同社は、事後に記録の訂正届

は提出したが、厚生年金保険料は時効により納付できず、各申立期間

の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付されるよう

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料（賞与）支払明細書により、申立人は、各申立期間

において同社から賞与の支払を受け、各申立期間にそれぞれ 45 万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 10271 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 19 年７月 15

日は 25 万円、同年 12 月 15 日は 35 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ：  ① 平成 19 年７月 15 日 

② 平成 19 年 12 月 15 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標

準賞与額の記録が無いことが分かった。同社は、事後に記録の訂正届

は提出したが、厚生年金保険料は時効により納付できず、各申立期間

の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付されるよう

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料（賞与）支払明細書により、申立人は、各申立期間

において同社から賞与の支払を受け、申立期間①は 25 万円、申立期間②は 35

万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 10272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の平成

19年７月 15日の標準賞与額に係る記録を 22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ：  平成 19年７月 15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額

の記録が無いことが分かった。同社は、事後に記録の訂正届は提出したが、

厚生年金保険料は時効により納付できず、各申立期間の記録は給付に反映さ

れない記録となっているので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料（賞与）支払明細書により、申立人は、申立期間に

同社から賞与の支払を受け、22万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 10276 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 15 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年９月 30日から同年 10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には平成 15年９月 30日まで勤務し、厚生年金保険料が控除されていた

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料明細書及び源泉徴収票における退職日の記録に

より、申立人がＡ社に平成 15 年９月 30 日まで勤務し、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給料明細書の平成 15 年９

月の報酬月額及び保険料控除額から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は不明としているが、事業主が申立人の当該期間に

係る被保険者資格喪失日を平成 15 年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所（当時）がこれを同年９月 30 日と誤って記録することは考え

難いことから、事業主は申立人の被保険者資格喪失日を同年９月 30 日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



東京厚生年金 事案 10277 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取得

日に係る記録を昭和 27 年２月 17 日、資格喪失日に係る記録を同年５月 26 日

とし、当該期間の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ工場における被保

険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 27 年８月４日）及び資格

取得日（同年９月１日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 7,000 円と

することが必要である。 

さらに、申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｄ工場における資

格取得日に係る記録を昭和 27 年 12 月 10 日、資格喪失日に係る記録を 28 年

８月３日とし、当該期間の標準報酬月額を 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間①から③に係る厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年２月 17日から同年５月 26日まで 

             ② 昭和 27年８月４日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 27年 12月 10日から 28年８月３日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①から③までの厚生年金保険の加

入記録が無い。昭和 27年２月 17日にＡ社Ｃ工場に入社し、異動はあった

が 61年８月の退職まで継続して勤務していたので、各申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した従業員台

帳により、申立人が昭和 27 年２月 17 日から同社に勤務していたことが認



められる。 

また、申立人は昭和 27 年２月 17 日にＡ社Ｃ工場に入社したとしており、

同社の複数の従業員も、「申立人が同社Ｃ工場に勤務していた。」と回答

している。 

さらに、Ａ社Ｃ工場で昭和 27 年５月 26 日に厚生年金保険被保険者資格

を取得している複数の従業員は、同社Ｂ営業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿により、同日以前に同社Ｂ営業所において厚生年金保険被

保険者資格を取得していることが確認できるところ、当該従業員は、「同

社Ｂ営業所に勤務したことはない。」と回答していることから、同社では、

同社Ｃ工場が厚生年金保険の適用事業所になる同年５月 26 日までは、同社

Ｃ工場の従業員を同社Ｂ営業所で厚生年金保険に加入させる取扱いであっ

たと考えられる。 

加えて、Ａ社は、「当社では、従業員を入社時から厚生年金保険に加入

させ、給与から厚生年金保険料を控除していた。」と回答していることか

ら、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場にお

ける昭和 27 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は不明としているが、事業主が申立人の当該

期間に係る被保険者資格取得届及び喪失届を提出したにもかかわらず社会

保険事務所がこれを記録しなかったとは考え難いことから、事業主が申立

人に係る被保険者資格取得届及び喪失届を提出せず、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る昭和 27 年２月から同年４月までの保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の当該期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した従業員台

帳により、申立人が当該期間に同社に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

また、Ａ社Ｃ工場の従業員は、「申立人は正社員として継続して勤務し、

申立期間②において、業務内容や雇用形態に変更は無かった。」と回答し

ている。 

さらに、Ａ社は、「当社では、従業員を入社時から厚生年金保険に加入

させ、給与から厚生年金保険料を控除していた。」と回答していることか

ら、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場にお



ける昭和 27 年７月の社会保険事務所の記録から、7,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は不明としているが、事業主が申立人の当該

期間に係る被保険者資格喪失届及び取得届を提出していないにもかかわら

ず、社会保険事務所がこれを記録したとは考え難いことから、事業主が申

立人の被保険者資格喪失届及び取得届を提出し、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 27 年８月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納入される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

３ 申立期間③について、雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した従業員台

帳並びに同僚の「昭和 27 年 12 月に同社Ｃ工場が廃止されたので、全員、

同社Ｄ工場に移った。」との供述から、申立人は、当該期間は同社Ｄ工場

に勤務していたことが認められる。 

さらに、Ａ社は、「当社では、従業員を入社時から厚生年金保険に加入

させ、給与から厚生年金保険料を控除していた。」と回答していることか

ら、申立人は、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場にお

ける昭和 27 年 11 月の社会保険事務所の記録から、7,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は不明としているが、事業主が申立人の被保

険者資格取得届及び喪失届を提出したにもかかわらず、社会保険事務所が

これを記録しなかったとは考え難いことから、事業主が申立人の被保険者

資格取得届及び喪失届を提出せず、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る昭和 27 年 12 月から 28 年７月までの保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案 10278～10281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の

規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、当該

期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の当該期間に係る標準賞与額を平成 17 年７月

20 日は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）及び 18 年７月 15 日は＜標準賞与額＞

（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照）              

厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の

標準賞与額の記録が無い。同社は、既に賞与支払届を提出したものの、時効によ

り厚生年金保険料を納付できず、申立期間①及び②の記録は給付に反映されない

ので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与金支給明細書及び賞与一覧表により、申立人は、平成

17 年７月 20 日及び 18 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記賞与金支給明細書に

おける賞与額及び保険料控除額から、平成 17年７月 20日は＜標準賞与額＞（別添

一覧表参照）、上記賞与一覧表及び賞与一覧表における賞与額並びに保険料控除額

から、18 年７月 15 日は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当であ

る。 

なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成17年7月20日 20万円

平成18年7月15日 20万円

平成17年7月20日 20万円

平成18年7月15日 20万円

平成17年7月20日 20万円

平成18年7月15日 20万円

平成17年7月20日 20万円

平成18年7月15日 20万円

10280 女 昭和21年生

10278 女 昭和26年生

10281 男 昭和18年生

10279 女 昭和24年生



 

 

東京厚生年金 事案 10282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の当該期間に係

る標準賞与額を平成 18 年４月７日は 30 万円、19 年４月 26 日は 94 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月７日 

             ② 平成 19年４月 26日 

厚生年金保険の記録では、Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間①

及び②の標準賞与額の記録が無い。同事務所は、既に賞与支払届を提出し

たものの、時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間①及び②の

記録は給付に反映されないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、平成 18 年

４月７日及び 19 年４月 26 日に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記賞与支給控除

一覧表における厚生年金保険料控除額から、平成 18 年４月７日は 30 万円、

19年４月 26日は 94万円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準賞与額に係る記

録を 95万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19年４月 26日 

厚生年金保険の記録では、Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間の

標準賞与額の記録が無い。同事務所は、既に賞与支払届を提出したものの、

時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は給付に反映さ

れないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、平成 19 年

４月 26 日に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与支給控除一覧表に

おける厚生年金保険料控除額から、95万円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間に係

る標準賞与額を平成 18 年４月７日は 33 万円、19 年４月 12 日は 34 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月７日 

             ② 平成 19年４月 12日 

厚生年金保険の記録では、Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間①

及び②の標準賞与額の記録が無い。同事務所は、既に賞与支払届を提出し

たものの、時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間①及び②の

記録は給付に反映されないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、平成 18 年

４月７日及び 19 年４月 12 日に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記賞与支給控除

一覧表における厚生年金保険料控除額から、平成 18 年４月７日は 33 万円、

19年４月 12日は 34万円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。



 

 

東京厚生年金 事案 10285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間に係

る標準賞与額を平成 18 年４月７日は 20 万円、19 年４月 12 日は 21 万 5,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月７日 

             ② 平成 19年４月 12日 

厚生年金保険の記録では、Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間①

及び②の標準賞与額の記録が無い。同事務所は、既に賞与支払届を提出し

たものの、時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間①及び②の

記録は給付に反映されないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、平成 18 年

４月７日及び 19 年４月 12 日に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記賞与支給控除

一覧表における厚生年金保険料控除額から、平成 18 年４月７日は 20 万円、

19年４月 12日は 21万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。



 

 

東京厚生年金 事案 10286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間に係

る標準賞与額を平成 18 年４月７日は 20 万円、19 年４月 12 日は 21 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月７日 

             ② 平成 19年４月 12日 

厚生年金保険の記録では、Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間①

及び②の標準賞与額の記録が無い。同事務所は、既に賞与支払届を提出し

たものの、時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間①及び②の

記録は給付に反映されないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、平成 18 年

４月７日及び 19 年４月 12 日に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記賞与支給控除

一覧表における厚生年金保険料控除額から、平成 18 年４月７日は 20 万円、

19年４月 12日は 21万円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 35 年８月１日、資格喪失日に係る記録を 37 年８

月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、35 年８月から 36 年７月まで

の期間は１万円、同年８月から 37 年７月までの期間は１万 2,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年８月１日から 37年８月 20日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に

同社に正社員として勤務し、製造業務に従事していたので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の後に勤務したＣ社から提出のあった申立人に係る履歴

書、申立人から提出のあった申立期間当時のＡ社の従業員を撮影した複数の

集合写真、申立人が記憶していた同僚並びに同社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿から申立期間当時及びその後の期間に厚生年金保険に加入し

ていることが確認できる従業員の供述、申立人の同社における勤務状況につ

いての具体的な供述等から判断すると、申立人が申立期間当時、同社に勤務

していたことが認められる。 

一方、Ａ社の当時の複数の従業員の供述、これらの従業員のうち１人から

提出のあった、厚生年金保険の未加入期間があったことに対する補償金の支

給事実（定年退職時）を確認できる「支払請求書」等から、少なくとも昭和

34 年４月から 37 年９月までの期間において、同社では、従業員の給与から

厚生年金保険料を控除していながら、相当期間経過後に従業員を厚生年金保

険に加入させるなどの事務処理が行われていたことがうかがわれる。また、



 

 

上記被保険者名簿を見ると、その後同社において同年 10 月 15 日付けで約

200 人の従業員を厚生年金保険に加入させていることが確認でき、この中に

は、申立人を記憶していた同一職種の従業員が複数含まれていることが確認

できる。これらのこと等から、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給

与からの控除及び厚生年金保険への加入について、これらの従業員と同様の

扱いを受けていたことが推認される。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同一職種の従業員の

記録等から判断すると、昭和 35 年８月から 36 年７月までの期間は１万円、

同年８月から 37年７月までの期間は１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、仮

に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届も提出する機会

があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が

これらの届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことか

ら、事業主から当該社会保険事務所に対して、申立人に係る資格の得喪等に

係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 35 年８月から 37 年７月までの期間の保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 10年 10 月１日から 13年 10 月１日までの期

間、15 年４月１日から 17 年７月１日までの期間及び 18 年８月１日から 19 年４

月 21 日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人の

当該期間における標準報酬月額に係る記録を、10年 10月から 13年９月までの期

間は 28万円、15年４月は 36万円、同年５月から 17年６月までの期間は 41万円、

18年８月から 19年３月までの期間は 50万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 19年４月 21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月

額の記録が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる当

時の給与明細書等を提出するので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ オンライン記録において、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月

額は、平成 10 年 10 月から 11 年９月までの期間は 12 万 6,000 円、同年 10 月

から 12年９月までの期間は 22万円、同年 10月から 13年９月までの期間は 26



 

 

万円、同年 10 月から 14 年９月までの期間は 30 万円、同年 10 月から 15 年８

月までの期間は 32 万円、同年９月から 16 年８月までの期間は 34 万円、同年

９月から 17 年６月までの期間は 36 万円、同年７月から 18 年８月までの期間

は 41万円、同年９月から 19年３月までの期間は 44万円と記録されている。 

３ 申立期間のうち、平成 12 年４月、13 年１月から同年９月までの期間、15 年

４月から 17 年６月までの期間及び 18 年８月から 19 年３月までの期間につい

ては、申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書により、申立人は、

当該期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、上記１を踏まえると、上記

給与明細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、平成 12 年４月及

び 13 年１月から同年９月までの期間は 28 万円、15 年４月は 36 万円、同年５

月から 17 年６月までの期間は 41 万円、18 年８月から 19 年３月までの期間は

50万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成 10 年 10 月から 12 年３月までの期間及び同年

５月から同年 12 月までの期間については、申立人は、申立内容を裏付ける給

与明細書を保管していないものの、オンライン記録から申立人と同時期にＡ社

において厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる同僚か

ら提出のあった給与明細書によれば、当該同僚は、10 年 10 月の定時決定によ

り標準報酬月額が減額された同年 10 月以降の期間においても、当該決定前の

期間に係るオンライン記録上の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与か

ら控除されていることが確認できることから、申立人についても、当該同僚と

同様に、同年 10 月の定時決定前の期間に係るオンライン記録上の標準報酬月

額（28 万円）に見合う厚生年金保険料を給与から控除されていたと考えるのが

相当である。 

また、申立人から提出のあった平成 12 年４月及び 13 年１月から 15 年３月

までの期間に係る給与明細書上の保険料控除額を基に算定した標準報酬月額

（これは、当該給与明細書上の報酬月額に見合う標準報酬月額より常に低くな

っている。）が、いずれも 28 万円で一致していることから判断すると、申立

人は、10 年 10 月から 12 年３月までの期間及び同年５月から同年 12 月までの

期間においても、28 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間に係る標準報

酬月額については、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていること、上記給与明細書において確認できる保険料控除

額を基に算定した標準報酬月額及びオンライン記録上の申立人に係る標準報酬

月額の記録が、長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与

明細書において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所



 

 

（当時）に対して届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報

酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人

に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

４ 申立期間のうち、平成 13 年 10 月から 15 年３月までの期間については、申

立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書により、申立人は、当該期間

において、オンライン記録上の申立人に係る標準報酬月額に見合う報酬月額を

超える月収入（総支給額）を得ていたことは確認できるものの、当該給与明細

書上の厚生年金保険料控除額を基に算定した標準報酬月額は、オンライン記録

上の申立人に係る標準報酬月額の記録より低いことが確認できる。 

このため、上記１を踏まえると、申立期間のうち、平成 13 年 10 月から 15

年３月までの期間については、報酬月額に基づく標準報酬月額より厚生年金保

険料控除額に基づく標準報酬月額が低く、当該控除額に基づく標準報酬月額は

オンライン記録より低いことから、特例法によるあっせんの対象にならないた

め、上記給与明細書に基づき記録訂正を行うことはできない。 

５ 申立期間のうち、平成 17 年７月から 18 年７月までの期間については、申立

人から提出のあった当該期間に係る給与明細書により、申立人は、当該期間に

おいて、オンライン記録上の申立人に係る標準報酬月額に見合う報酬月額を超

える月収入（総支給額）を得ていたことは確認できるものの、当該給与明細書

上の厚生年金保険料控除額を基に算定した標準報酬月額は、オンライン記録上

の申立人に係る標準報酬月額の記録と一致している。 

このため、上記１を踏まえると、申立期間のうち、平成 17 年７月から 18 年

７月までの期間については、報酬月額に基づく標準報酬月額より厚生年金保険

料控除額に基づく標準報酬月額が低く、当該控除額に基づく標準報酬月額はオ

ンライン記録と一致していることから、上記給与明細書に基づき記録訂正を行

うことはできない。 

６ このほか、申立期間のうち、平成 13 年 10 月から 15 年３月までの期間及び

17 年７月から 18 年７月までの期間について、申立人の主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間のうち、平成 13 年 10 月から 15 年３月までの期間及び 17 年７月から 18

年７月までの期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



 

 

東京厚生年金 事案 10291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 38 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月１日から 39年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に支社間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった在籍証明書（Ｂ社が作成）及び申立期間当時の従

業員に係る社内資料並びにＢ社が保管する申立人に係る人事記録に基づく回

答書等から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 38 年 10 月１

日に同社Ｄ支社から同社Ｃ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社における

昭和 39 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が申立期間当時に届出を誤った可能性を認めていることから、

事業主が社会保険事務所に対して、昭和 39 年５月１日を申立人のＡ社Ｃ支社

における資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る 38年 10月から 39 年４月までの期間の保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年５月１日から同年７月１日までの期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録

を同年５月１日、資格喪失日に係る記録を同年７月１日に訂正し、当該期間

の標準報酬月額を 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月１日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無い。申立期間に同社に正社員と

して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった申立人に係る人事台帳及び事業主の回答から判断す

ると、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、申立人が自分と同時期に入社した職員として記憶していた３人の同

僚は、いずれも申立人と同様、「自分は昭和 32 年４月１日からＡ社に勤務し

ていた。」旨供述している。 

さらに、上記３人の同僚について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿における被保険者資格取得日を見ると、いずれも昭和 32 年５月１日

と記録されていることが確認でき、また、いずれも同年５月及び同年６月を

含め厚生年金保険に加入していることが確認できる。このことについて、事

業主は、申立期間当時の従業員の厚生年金保険等に係る資料を保管していな

いため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について

確認することができないとしながらも、「申立人についても、同時期に入社

した他の同僚と同様に厚生年金保険を含む社会保険に加入させ、保険料を給

与から控除していたのではないかと思われる。」旨回答している。 



 

 

これらのことから、申立人は、上記同僚と同様に、Ａ社において昭和 32 年

５月１日に厚生年金保険に加入したものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年５月

１日から同年７月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 32 年５月１日から同年７月１日までの期間の

標準報酬月額については、申立人の昭和 32 年７月の社会保険事務所（当時）

の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、当時の資料が残っていないため保険料を納付したか否かに

ついては不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の

取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出する機

会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所がこれら

の届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事

業主から当該社会保険事務所に対して、申立人に係る資格の得喪に係る届出

は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 32 年５

月及び同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間のうち、昭和 32 年４月１日から同年５月１日までの期間について

は、上記人事台帳及び事業主の回答から判断すると、申立人は、Ａ社に勤務

していたことは認められるものの、上記のとおり、申立人は、同時期に入社

した職員として記憶していた上記３人の同僚と同様、同社に入社後の同年５

月１日に厚生年金保険に加入したものと考えられる。 

また、上記３人の同僚に照会したものの、いずれも当時の給与明細書等を

保管していないため、昭和 32 年４月１日から同年５月１日までの期間に係る

厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

このほか、申立期間のうち、昭和 32 年４月１日から同年５月１日までの期

間に係る申立人の厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間のうち、昭和 32 年４月１日

から同年５月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

 

東京厚生年金 事案 10293 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成 18 年４月１日から同年６月１日までの期間に係る申

立人の標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 38 万円とされているところ、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報

酬月額は、訂正前の 22 万円とされているが、申立人は、当該期間について、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）に基づき、申立人の当該期間における標準報酬月額に係る記録を 36

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 18 年７月 28 日及び 19 年７月 13 日に係る申

立人の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年

金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているところ、申

立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申

立人の当該期間における標準賞与額に係る記録を、18 年７月 28 日は 54 万

2,000円、19年７月 13日は 58万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月１日から同年９月１日まで 

② 平成 19年７月13日 

Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬

月額の記録が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違している

ことが判明した。また、申立期間①のうちの平成 18 年７月 28 日及び申立

期間②に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同



 

 

事務所は、社会保険事務所（当時）に対して訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間①及び②の訂正記録は給付

に反映されていないので、給付されるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額及び標準賞与額の相違につ

いて申し立てているが、特例法に基づき、標準報酬月額（標準賞与額）を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額

（賞与額）のそれぞれに基づく標準報酬月額（標準賞与額）の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額（標準賞与額）のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

２ 申立期間①については、オンライン記録において、申立人のＡ事務所に

おける標準報酬月額は、当初 22 万円と記録されていたが、当該期間に係る

保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年２月に、当該期間に係

る標準報酬月額が 38 万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後

の標準報酬月額（38 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額

（22万円）となっている。 

しかしながら、申立期間①のうち、平成 18 年４月及び同年５月について

は、申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書の写しにより、申

立人は、36 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①のうち、平成 18 年４月及び同年５月の標準報酬月額に

ついては、上記給与明細書の写しにおいて確認できる厚生年金保険料控除

額及び報酬月額から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主が、当時の事務手続を誤ったとして、申立てに係る報酬月

額の訂正の届出を、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の

平成 21 年 12 月に社会保険事務所に対して提出したことが確認できること

から、社会保険事務所は、上記給与明細書の写しにおいて確認できる厚生

年金保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

３ 申立期間①のうち、平成 18 年６月から同年８月までの期間については、

申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書の写しにより、申立人

は、当該期間において、オンライン記録上の申立人に係る訂正前の標準報

酬月額に見合う報酬月額を超える月収入（総支給額）を得ていたことは確

認できるものの、当該給与明細書の写し上の厚生年金保険料控除額を基に



 

 

算定した標準報酬月額は、オンライン記録上の申立人に係る訂正前の標準

報酬月額の記録と一致している。 

このため、上記１を踏まえると、申立期間①のうち、平成 18 年６月から

同年８月までの期間については、報酬月額に基づく標準報酬月額より厚生

年金保険料控除額に基づく標準報酬月額が低く、当該控除額に基づく標準

報酬月額は訂正前のオンライン記録と一致していることから、上記給与明

細書の写しに基づき記録訂正を行うことはできない。 

このほか、申立期間①のうち、平成 18 年６月から同年８月までの期間に

ついて、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①のうち、平成 18 年６月から同年８月までの期間について、申立

人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

４ 申立期間①のうちの平成 18 年７月 28 日及び申立期間②については、申

立人から提出のあったこれらの期間に係る賞与明細書の写し並びにＡ事務

所から提出のあった賞与に係る台帳及び厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、申立人は、当該期間に同事務所から賞与の支払を受け、申

立期間①のうちの同年７月 28 日は 54 万 2,000 円、申立期間②は 60 万

3,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間①のうちの平成 18 年７月 28 日及び申立期間②に係る標

準賞与額については、上記１を踏まえると、上記賞与明細書等の写しにお

いて確認できる厚生年金保険料控除額又は賞与額から、申立期間①のうち

の同年７月 28日は 54 万 2,000円、申立期間②は 58万 9,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているところ、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記

録を、平成 18 年７月 28 日は 35 万円、19 年７月 13 日は 39 万 9,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月 28日 

② 平成 19年７月 13日 

Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同事務所は、社会保険事務所

（当時）に対して訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納

付できず、申立期間①及び②の訂正記録は給付に反映されていないので、

給付されるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の標準賞与額の相違について申し立てている

が、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

Ａ事務所から提出のあった賞与に係る台帳及び厚生年金保険被保険者賞与

支払届の写しにより、申立人は、申立期間①及び②に同事務所から賞与の支

払を受け、申立期間①は 35 万円、申立期間②は 40 万 8,000 円の標準賞与額



 

 

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記台帳の写しに

おいて確認できる厚生年金保険料控除額又は賞与額から、申立期間①は 35 万

円、申立期間②は 39万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出し

ていなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付

していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係

る記録を昭和 26 年６月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年６月 20日から 27年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社及びその後継会社には、昭和 22 年の入社時から申立期間を含め通算

40 年間、継続して勤務しており、申立期間も厚生年金保険料は給与から控

除されていたと思うので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録等から判断すると、申立人は、申立期間にＡ社に継続

して勤務していたことが認められる。 

一方、申立人が昭和 24年 10月から申立期間を含め約 10年間勤務していた

と供述しているＡ社Ｂ支店は、同社同支店に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿では、26 年６月 20 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなってい

ることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社Ｂ支店の支店長であったとして申立人が記憶していた

上司は、同社同支店及び同社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

では、昭和 26 年６月 20 日に同社Ｂ支店における被保険者資格を喪失してか

ら 27 年４月までの期間、同社本社において厚生年金保険の加入記録が継続し

ていることが確認できる。 

また、申立人が記憶していた同僚は、Ａ社本社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿から、申立期間後の昭和 27 年６月に被保険者資格を取得して



 

 

いることが確認できるところ、当該同僚は、同社Ｂ支店に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿から 26 年６月 20 日に被保険者資格を喪失しているこ

とが確認できる３人の従業員（申立人を含む。）について、「自分が会社に

入社した当時、みんな一緒にＢ支店で勤務していた。」旨供述している。 

これらのことから、申立人についても、Ａ社Ｂ支店が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった昭和 26 年６月 20 日以降の被保険者記録は、同社本社に

おいて有することが相当であると考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭

和 27 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録では、Ａ社及びその後継会社は既に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっている上、当時の事情を確認できる役員等も見当たらず、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



 

 

東京厚生年金 事案 10302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当

時）に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額の記録を 36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年６月１日から４年２月 29日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月

額が実際に支給されていた給与に見合う標準報酬月額より低くなっている。

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、平

成３年６月から４年１月までは 36 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成４年２月 29 日）より後の

同年３月７日以降の異なる日付で、申立人を含む３名の標準報酬月額が減額

訂正されており、申立人の場合、同年３月 16 日に、申立期間の標準報酬月額

が 26万円にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額を

さかのぼって減額訂正する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 36 万円に訂正すること

が必要である。 



 

 

東京厚生年金 事案 10303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年３月１日から同年 12 月 31 日までの期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であった

と認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を、平

成４年３月から同年９月までの期間を 28 万円に、同年 10 月及び同年 11 月を

30万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の平成５年 10 月１日から６年４月 30 日までの期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額であったと

認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を、平成

５年 10 月から６年１月までの期間を 50 万円に、同年２月及び同年３月を 44

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年３月１日から同年 12月 31日まで 

② 平成５年 10月１日から６年４月 30日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬

月額が実際に支給されていた給与に見合う標準報酬月額より低くなってお

り、また、Ｂ社に勤務していた期間のうち申立期間②の厚生年金保険の標

準報酬月額が実際に支給されていた給与に見合う標準報酬月額より低くな

っている。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人の当該期間の標

準報酬月額は、当初、平成４年３月から同年９月までは 28 万円、同年 10

月及び同年 11 月は 30 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった日（平成４年 12 月 31 日）より後の５年

４月 20 日付けで、申立人を含む３名の標準報酬月額がさかのぼって減額訂

正されており、申立人については、それぞれ８万円に減額訂正されている

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このように標



 

 

準報酬月額をさかのぼって減額訂正する合理的な理由は無く、当該期間の

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当

該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、

平成４年３月から同年９月までを 28 万円に、同年 10 月及び同年 11 月を 30

万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の当該期間の標

準報酬月額は、当初、平成５年 10 月から６年１月までは 50 万円、同年２

月及び同年３月は 44 万円と記録されていたところ、Ｂ社が厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなった日（平成６年４月 30 日）より後の同年５月

13 日付けで、申立人を含む 12 名の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正さ

れており、申立人については、それぞれ８万円に減額訂正されていること

が確認できる。 

なお、Ｂ社の商業登記簿謄本では、当該標準報酬月額が減額処理された

当時、申立人は取締役であったことが確認できるところ、同社の従業員は

「申立人は、産廃処分場の開発を担当しており、社会保険の手続には関与

していなかった。」と回答していることから、当該標準報酬月額の減額訂

正処理に関与していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このように標

準報酬月額をさかのぼって減額訂正する合理的な理由は無く、当該期間の

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当

該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、

平成５年 10 月から６年１月までを 50 万円に、同年２月及び同年３月を 44

万円に訂正することが必要である。 



 

 

東京厚生年金 事案 10306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成 19 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年６月 30日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

給与明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された退職証明書から、申立人は、同社に平成 19 年６月 30

日まで継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人から提出された平成 19 年７月分の給与明細書から、厚生年金

保険料が控除されていることが確認できるところ、Ａ社は、保険料控除につ

いて翌月控除であった旨回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額か

ら、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は、当時の資料が無いため、不明であるとしているが、事業主が資格喪失

日を平成19年７月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年６月30日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が

同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず(社会保険事務所が納入



 

 

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。)、事業主は申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10307       

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成８年２月１日から 11 年 10 月１日までの期間に

ついては、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったと認められることから、８年２月から９年９月

までの標準報酬月額を 41 万円に、同年 10 月から 11 年９月までの標準報酬月額

を 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：        

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生    

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年２月１日から 11年 10月１日まで 

② 平成 13年 11月１日から 15年 10月 10日まで 

Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が、実際に控除されていた保険料に基づ

くものとなっておらず、また、勤務していた期間に報酬月額が下がったことも

なかった。給与明細書を添付するので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、オンライン記録から、Ａ社に係る申立人の当該期間の

標準報酬月額は、当初、平成８年２月から９年９月までは 41 万円、同年 10 月

から 11年３月までは 44万円と記録されていたところ、10年３月６日付けで、

８年２月にさかのぼって９万 2,000円に減額訂正処理され、さらに、11年４月

５日付けで、10 年 10 月にさかのぼって９万 2,000 円に減額訂正処理されてい

ることが確認できる。 

また、申立人と同様に、標準報酬月額を二度にわたりさかのぼって減額訂正

処理されている者が 12人、平成 11年４月５日付けで 10年 10月にさかのぼっ

て減額訂正処理されている者が５人確認できる。 

    しかしながら、申立人及び申立人の同僚から提出された給与明細書から、平

成８年２月から９年９月までは訂正前の 41 万円の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が、また、同年 10 月から 11 年９月までは訂正前の 44 万円の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料が、それぞれ控除されていたことが認められ

る。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ社において総務・社会保険関係事務を



 

 

担当していた。同社は社会保険料の滞納があったため、社会保険事務所に相談

したところ、同事務所から、厚生年金保険の標準報酬月額を減額訂正処理する

ことで滞納を減らす方法があるという助言を受けて、事業主の指示により当該

事務を行った。」と供述しているものの、申立人は、Ａ社に係る商業登記簿謄

本から役員ではなかったことが確認でき、当時の同社の役員は、「申立人は、

事務員として社会保険事務を担当していたが、Ａ社において同事務の決定権限

は無かった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成 10 年３月６

日付け及び 11 年４月５日付けでさかのぼって行われた減額訂正処理は事実に

即したものとは考え難く、申立期間①に係る標準報酬月額をさかのぼって減額

訂正処理する合理的な理由は無く、当該期間の標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記

録されている申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た８年２月から９年９月までは 41 万円、同年 10 月から 11 年９月ま

では 44万円とすることが妥当である。 

  ２ 申立期間②について、申立人から提出されたＡ社に係る給与明細書から、申

立人の報酬月額に見合う標準報酬月額は 44 万円であることが確認できるが、平

成 13年 11月に申立人の標準報酬月額が 24万円に減額改定された後の標準報酬

月額に基づく保険料が控除されていることが認められ、申立人の標準報酬月額

がさかのぼって減額訂正処理された形跡は見当たらない。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間②の標準報酬月額については、申立人から提

出された給与明細書から、厚生年金保険料控除額に基づく標準報酬月額は、報

酬額に基づく標準報酬月額よりも低く、それはオンライン記録と一致している

ことが確認できることから、特例法による保険給付の対象にならないため、あ

っせんは行わない。 



 

 

東京厚生年金 事案 10308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 57 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年８月 31日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

給料支払明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に昭和 57 年８月 31 日まで継続し

て勤務していたことが認められる。 

また、申立人から提出された昭和 57 年８月分の給料支払明細書から、厚生

年金保険料が控除されていることが確認できるところ、Ａ社は保険料の控除

について当月控除であった旨回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 57 年８月分の給料支払明

細書の保険料控除額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤っ

て提出し、厚生年金保険料についても納付していないことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（32 万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該期間の標準報酬月額を 32 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月１日から 59年 10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

る。同社では、店舗運営部長として勤務しており、厚生年金保険関係事務

に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における申立期間前後の期間に係る標準報酬月額の記録の推

移及び当時の複数の従業員の申立期間を含む前後の期間に係る標準報酬月額

の記録の推移を確認したところ、申立人の標準報酬月額のみが昭和 57 年 10

月１日に 32 万円から 30 万円に減額され、59 年 10 月１日に 32 万円に増額さ

れており、不自然であることが確認できる。 

また、Ａ社の当時の代表者は、「当時、申立人は、固定給部分のみ支給さ

れる者であり、賃金体系が継続して変わらない管理職の立場であった。」、

「申立人は、まじめで非常に信頼がおけたので、会社の幹部として待遇面で

も他の従業員より優遇していた。」、「実際の給与月額に対応した標準報酬

月額を届け出て、それに見合った保険料を控除した。」旨供述している上、

当時の複数の従業員は、「当時、経営は順調であり、会社が従業員の給与を

下げることはなかった。」旨供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金



 

 

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 57

年９月のオンライン記録及び当時の複数の従業員の当該期間を含む前後の期

間に係る標準報酬月額の記録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事

業主は関係資料を保管しておらず不明としているが、申立人が主張する標準

報酬月額とオンライン記録で確認できる標準報酬月額が長期間にわたって一

致しないことから、事業主は、申立人が主張する標準報酬月額に見合う報酬

月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報

酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、上記

訂正後の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 48 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を４万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月 31日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には昭和 46 年７月から 48 年８月 31 日まで継続して勤務しており、申

立期間の厚生年金保険料の控除が確認できる給与明細書を提出するので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申立

人は、Ａ社に昭和 48 年８月 31 日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

そして、申立人から提出のあった昭和 48 年８月の給料明細書から、６万円

の標準報酬月額に基づいた厚生年金保険料が控除されていること、また、報

酬月額に見合う標準報酬月額が４万 8,000円であることが確認できる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における

昭和 48 年８月の給与明細書の報酬月額から、４万 8,000 円とすることが妥当

である。 



 

 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 48 年９月１日

と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年８月 31 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年８

月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当

時）に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の

標準報酬月額を 36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年３月１日から同年７月 31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

る。同社では、取締役であったが、店頭での顧客対応を担当しており、厚

生年金保険関係事務に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

申立人の標準報酬月額は、オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった平成 13 年７月 31 日の後の同年８月３日付けで、

同年３月から同年６月までについて、36 万円が９万 8,000 円にさかのぼって

訂正処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、当該訂正処理が行われた当

時、取締役であったことが確認できるが、当時の代表者及び同僚は、「申立

人は、店頭での顧客対応を担当しており、厚生年金保険関係事務や経理には

全く関与していなかった。」旨供述していることから、申立人が当該訂正処

理に関与していたとは考え難い。 

なお、社会保険料滞納処分票から、平成 13 年７月当時、Ａ社において厚生

年金保険料等の滞納があったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂

正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成 13 年３月から同年６月まで

は 36万円に訂正することが必要である。 



 

 

東京厚生年金 事案 10316                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を平成

10年７月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年７月 26日から同年８月 26日まで 

Ａ社に申立期間についても継続して勤務していたので、当該期間について厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＡ社発行の給与明細書、Ａ社が保管している源泉徴収票、在

職証明書等から、申立人は、同社に平成 10 年７月 26 日から継続して勤務してい

ることが確認できる。 

また、申立人が提出した平成 10 年８月分の給与明細書において、厚生年金保

険料が控除されていることが確認できるところ、Ａ社は、保険料控除について翌

月控除方式であった旨回答していることから、申立人は申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 10 年８月分の給与明細書か

ら、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は誤った届出を行ったことを認めていることから、事業主が平成 10年８月

26 日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は申立人に係

る同年７月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 10321 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失

日に係る記録を昭和 47 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月 31日から同年 11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、従業員の供述及び「発令履歴情報」に基づくＢ社総務部長

の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 47 年 11 月１日に同

社Ｃ支店から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 47

年 10 月の社会保険事務所（当時）の定時決定の記録から、５万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が申立人の資格喪失

日を昭和 47 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年

10 月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付すべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

  

東京国民年金 事案 7781 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 46年３月まで              

    私の婚姻前の国民年金は、父が加入手続を行い、国民年金保険料を納付

していたはずである。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親か

ら当時の状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人が所持している年金手帳は、自身が加入手続をした際に交付

された１冊のみで、父親から年金手帳を渡された記憶は無いと説明している

こと、申立期間について当時同居していた兄及び弟も保険料が未納であるこ

となど申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年９月時

点では、申立期間の保険料を納付するためには、当時実施されていた第３回

特例納付により納付する以外ないが、申立人は、特例納付をした記憶は無い

と説明しており、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7782 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年５月から９年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月から９年３月まで 

    私は、20 歳の時に母が国民年金の加入手続をして、学生に係る保険料免

除を受けたと聞いている。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、保険料の免除を継続する場合には、毎年度、免除申請手続を行うこ

とが必要であるが、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の免除申請をし

たとする申立人の母親は、免除申請手続について最初の１回のみ免除申請手

続を行ったと思うと説明しているなど、記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間当時、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情は見当たらず、申立人が所持する年金手帳の記号番号

については、自身が平成９年８月 18 日に厚生年金の資格取得をした際に基礎

年金番号が付番されたと考えられ、当該時点では、制度上、さかのぼって免

除申請することができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7783 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年７月から 62 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 62年９月まで 

    私が 20 歳のころに、母が私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の母親は、申立人の国民年金

の加入手続に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の国民年金手帳の記号番号が

払い出された平成元年 12 月時点では、申立期間は時効により保険料を納付

することができない期間であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が所持する年金手帳には「平成」の印字も認められ、申立人

の母親は当該年金手帳以外の年金手帳を管理していたことはないと説明して

いるなど、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7784（事案 893の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年５月から 54 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年５月から 54年９月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った後、最初にまとまった金額の国民年

金保険料を納付し、その後は、銀行又は郵便局で定期的に納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   本件申立については、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、国民年金の加

入手続を行った時期、保険料の納付時期及び納付金額に関する記憶が不明確

であるなど、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当た

らず、さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 56 年

12 月時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない

として、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年９月３日付け年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、加入当初の昭和 51 年５月にまとまった額の保険料を納付した

と主張しているが、申立期間前の期間は厚生年金保険加入期間であり、まと

まった額の保険料を納付しなければならない理由はなく、その主張は、上記

の払出時点で過年度納付した状況に合致しており、委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情とは認められず、その内容は申立期間の保険料納付をう

かがわせるものではなく、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見

当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年４月から 63 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から 63年６月まで 

私は、母から私が 20 歳になった時から国民年金保険料を納付していたと

聞いている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入手続及び保

険料の納付をしていたとする母親は、申立人が当時勤務していた美容室の給

与から保険料が天引きされていたかもしれないと説明しているが、申立期間

当初の数年間勤務していた美容室では、給与からの保険料天引きは行ってい

なかったとしているなど、保険料の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の平成元年 12 月

ごろに払い出されたことが確認できること、当該払出日時点では、申立期間

の大部分は時効により保険料を納付することができない期間であること、オ

ンライン記録では、平成２年８月 13 日に過年度保険料の納付書が作成され

ており、当該日付け及び時効期間からみて、当該納付書は申立期間後の 63

年７月分の保険料に係るものと推察され、当該納付書を受け取った時点では、

申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であることなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月から 54 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から 54年２月まで 

    私は、会社を辞めた昭和 50 年１月に国民年金の加入手続を行い、それ以

降、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入手続をした場所及び申立

期間の保険料納付額の記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人が、申立期間のうち昭和 50

年 10 月から 52 年春ころまでの期間において保険料を納付していたと説明す

る区については、戸籍の附票及び住民票に記載されている区と相違している

ため、説明する区において当該期間の保険料を納付することはできなかった

ものと考えられる。 

また、申立人が所持する年金手帳には、申立期間直後の昭和 54 年３月に

国民年金に任意加入した旨が記載されており、婚姻した 50 年 12 月から 54

年２月までの期間は任意加入適用期間の未加入期間であるため、制度上、保

険料を納付することはできない期間である。 

さらに、申立期間のうち昭和 50 年１月から同年９月までの期間について

は、申立人の国民年金の手帳記号番号が払い出された 54 年４月は第３回特

例納付実施期間であったものの、申立人はさかのぼって納付した記憶は無い

と説明しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7791 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年 11 月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 44年 11月から 51年３月まで 

私の母か伯父は、私が 20 歳になった時に私の国民年金の加入手続をし、

国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親及び伯父が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付していたとす

る母親及び伯父から当時の状況を聴取できないため、当時の加入手続及び保

険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 51 年５月に払い出されて

いることが確認でき、当該払出時点では申立期間の保険料の過半は時効によ

り納付することができない上、申立人が所持する年金手帳には、「はじめて

被保険者となった日 昭和 48 年９月 30 日」と記載されており、申立期間の

うち 44年 11月から 48年８月までの期間は、国民年金の未加入期間であるた

め、制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人の母

親及び伯父が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7793 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年１月から 40 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 40年５月まで 

私は、自宅又は区役所支所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が申立期間当時に居住していた区

では、昭和 46 年９月以前は購入した印紙を国民年金手帳に貼付
ちょうふ

し検認印を

受ける印紙検認方式により保険料の納付が行われていたが、申立人は印紙検

認により保険料を納付した記憶が無い。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認記録欄には申立期間につ

いて検認印が無く、申立人は昭和 38 年度及び 39 年度の検認台紙部分は切り

離され、切り離された部分に割印が押されていることをもって、申立期間の

保険料が納付されていたと主張しているが、年金手帳の検認台紙は、納付の

有無にかかわらず切り離すものである。印紙による納付ができなくなった時

点では割印を押して切り離すこととされており、切り離したこと自体は保険

料の納付を確認できる資料とはならない。 

さらに、申立人の手帳の印紙検認記録欄には「台紙切り取り 40 年８月 26

日」と記載されており、これは申立人が昭和 40 年６月に厚生年金保険に加

入したことに伴い国民年金被保険者資格を喪失したことにより、同年８月に

押印して切り離されたものと考えられることなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



 

  

東京国民年金 事案 7794 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年７月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年７月から平成２年３月まで 

私の母は、私が 20 歳になった時に、私の国民年金の加入手続を行い、私

が平成２年４月に就職するまでの期間の国民年金保険料を納付してくれて

いた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、自身の国民年金

の加入手続及び保険料納付を母親が行ったと主張しているが、母親は、申立

人の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

であるほか、

申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は確認できないなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7795                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年８月から 48 年３月までの期間及び 52 年２月から 55 年

２月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年８月から 48年３月まで 

             ② 昭和 52年２月から 55年２月まで 

私は、昭和 55 年３月に区役所で国民年金の加入手続をしたが、別の区の

社会保険事務所（当時）に行くように言われ、その社会保険事務所で年金

手帳を受け取った。手帳には記号番号の取消しの記載がある。申立期間の

国民年金保険料は、妻が納付してくれていたはずである。申立期間が国民

年金に未加入とされ、保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付に

関与しておらず、保険料を納付していたとする申立人の妻は、「当時のこと

はよく憶
おぼ

えていない。」とし、妻から当時の納付状況等を聴取することを申

立人が希望しないため、保険料の納付方法、納付頻度、納付場所、納付金額

等の当時の納付状況が確認できない。 

また、申立人は、申立人の国民年金の手帳記号番号が払い出された昭和 55

年３月に国民年金の加入手続を行ったと説明しており、オンライン記録でも

55 年３月 12 日に任意加入していることが確認でき、申立人及びその妻は、

加入時において、さかのぼって保険料を納付した記憶は無いと説明している

など、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7796 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年６月から 52 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年６月から 52年９月まで 

    私は、昭和 36 年に見本市の臨時職員として採用された際、職員から厚生

年金保険に加入することができないため、国民年金に加入するように言わ

れ、区役所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額、納付場所の

記憶が曖昧
あいまい

であるほか、申立人が申立期間当時に居住していた区では、昭和

45 年６月以前は、印紙検認方式により保険料の納付が行われていたが、申立

人は印紙検認による保険料の納付の記憶は無く、加入当初から納付書により

保険料を納付していたと説明している。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の記号番号は昭和 52 年 10 月に払い

出され、当該手帳の資格記録欄に「任意資格取得 昭和 52 年 10 月 22 日」と

記載されていることから、申立人は 52 年 10 月 22 日に国民年金に任意加入し、

申立期間は国民年金に未加入の期間であるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持する上記の年金手帳以外の手帳を所持した記

憶は無く、昭和 36 年に行ったとする国民年金の加入手続時に年金手帳を受領

した記憶も無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7798 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年３月から 58 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月から 58年９月まで              

    私が 20 歳になる前々日に母が私に「明日、市役所に行き年金の加入手続

をしてくるからね。」と言っていたことを記憶している。私が 20 歳にな

った前日に私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を

納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の国民年金の加

入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 60 年 11 月時

点からは、申立期間直後の 58年 10月から 60年３月までの保険料がさかのぼ

って納付されているものの、申立期間は、当該払出日では時効により保険料

を納付することができない期間であるなど、申立人の母親が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7799 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年２月から６年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月から６年１月まで      

    私は、平成５年２月に婚姻届を出して間もなく国民年金の加入手続をし

た際、市の職員に過去２年分の国民年金保険料をさかのぼって納付できる

と教えられたので、２回に分けてそのとおりに納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成５年２月に婚姻届を出して間もなく国民年金の加入手続を

行い、過去２年分の保険料を２回に分けて納付したと説明しており、申立人

の国民年金手帳の記号番号は、平成８年３月に払い出されていること、また、

オンライン記録によると、同年３月及び４月に２回に分けて、申立期間直後

の６年２月から８年３月までの 26 か月分の保険料をさかのぼって納付してい

ることが確認できる。 

しかしながら、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、当該手帳記号番号払出時点

では、平成６年１月以前の申立期間の保険料は時効により納付することがで

きないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7800 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年８月から 48 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年８月から 48年４月まで 

私は、昭和 47 年７月に会社を退職した直後に、父に国民年金の加入手

続をしてもらい、48 年５月に婚姻して国民年金被保険者資格を喪失するま

で、国民年金保険料は私が負担して、父に納付してもらっていた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びその父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入、喪

失手続及び保険料の納付を行ったとする父親から当時の納付状況等を聴取す

ることができないため、当時の状況が不明であり、申立人は、申立期間の保

険料の納付金額及び納付頻度等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人及び

その父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年６月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7801 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 45年３月まで 

    私は、国民年金に加入して、国民年金保険料を数年間分さかのぼって分

割で納付するとともに、その後は毎月の保険料を納付していた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付時期及びさかの

ぼって納付した期間の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人は受給資格期間 25 年間

（300 月）の説明を受けてさかのぼって納付したと説明しており、国民年金

手帳の記号番号が払い出された昭和 47 年時点から 45 年４月までさかのぼっ

て保険料を納付した結果、60 歳までの納付可能期間が 303 月となり、受給資

格期間を満たしていることが確認できる。 

また、その後に納付していたと説明する保険料の金額は、申立期間当時の

保険料額と相違するなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。  

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の大半

は、時効により保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7804                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年12月から８年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年12月から８年８月まで              

    私は、平成３年12月に会社を退職し、市役所で国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を市役所及び金融機関で納付していた。申立期間が未

加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続、納付方

法及び納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立

人が所持する厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番されている

年金手帳には、国民年金被保険者となった日が平成10年１月31日と記載され

ており、当該時点では申立期間は未加入期間であり、保険料をさかのぼって

納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7805 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和52年10月から60年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和52年10月から60年１月まで              

    私は、昭和52年９月に就職したが、就職した会社は社会保険未適用事業

所だったため、国民健康保険と一緒に国民年金の加入手続を区役所で行い、

国民年金保険料は郵便局で納付していた。申立期間が未加入で保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続、納付方

法及び納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、厚生

年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番された平成９年時点では、申

立期間は未加入期間であり、保険料をさかのぼって納付することができない

期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7806（事案 2930の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年５月から 54 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年５月から 54年６月まで 

私は、昭和 46 年に会社を退社して自営業を始めた。その２年か３年後

の結婚前のころ、区役所出張所で国民年金の加入手続をし、そのころ何年

分かの国民年金保険料をさかのぼって納付したと記憶している。新たな資

料はないが、申立期間の保険料は納付していたはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できないので改めて審議をしていただ

きたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年

金の加入時期等の加入手続及び保険料の納付時期、納付金額等の納付手続に

関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらないこと、手帳記号番号が払い出された昭和 56

年 9 月時点では、申立期間の保険料は時効により納付できないこと、別の手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことを理

由として、この申立期間については、既に当委員会の決定に基づき、平成 21

年２月４日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人からは、新たな関連資料、参考情報等の提

出は無く、申立人は、現在所持する年金手帳以外に、別の年金手帳を受領、

所持した記憶が無いなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情は見当たらず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7807 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年３月から 52 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年３月から 52年２月まで 

私の国民年金は、私が 20 歳になった時に母が加入手続をしてくれ、申

立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が未加入で保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は申立期間の保険料の納付に

関与しておらず、保険料を納付していたとする母親も、当時の納付状況等に

関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の所持する年金手帳により、申立人は大学在籍時の昭和 52 年

３月ごろ任意加入していることが確認でき、申立期間は任意加入前の未加入

期間であり、制度上、保険料をさかのぼって納付することができない上、申

立人は、現在所持する年金手帳以外の手帳を受領、所持した記憶は無いと説

明しているなど、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7808 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 43年３月まで 

    私の国民年金の加入手続は、姉が行ってくれ、申立期間の国民年金保険

料は、役所から来る集金人を通じて私が納付してきた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間当時の国民年金保険料

の納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、申立期間中に２回転居しているが、申立人の所持する昭

和 36 年４月に発行された国民年金手帳には当該住所変更が記載されていな

い上、申立人は国民年金の住所変更手続に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、当該手帳の昭和 36 年度から 40 年度までの期間の印紙検認台紙に

は、申立期間当初の昭和 37 年１月以降の検認印が無く、申立人は、集金人

以外の納付方法で保険料を納付したことは無いと説明しているなど、申立人

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

加えて、申立人には、昭和 43 年３月に新たな国民年金手帳の記号番号が

払い出されており、特殊台帳では当該手帳記号番号での被保険者資格の取得

日は 43 年４月１日とされていること、オンライン記録から平成 21 年４月に

新旧の手帳記号番号が統合され、資格取得日が 43 年４月１日から 36 年４月

１日に変更されていることから、当該手帳記号番号では、申立期間の保険料

を納付することができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7809 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年２月から 57 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月から 57年９月まで 

 私は、結婚を機に国民年金に加入した。加入手続時に区役所職員から、

未納期間の国民年金保険料をさかのぼって納付できるという説明を受け、

未納期間の保険料をまとめて納付した記憶がある。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、婚姻を機に国民年金に加入し、

加入手続前の未納とされた期間の保険料をまとめて納付したと説明しており、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、婚姻した昭和 59 年６月に払い出され、

57 年４月までさかのぼって保険料を過年度納付していることが確認できるが、

当該過年度納付した期間のうち、申立期間の一部である昭和 57 年４月から同

年９月までの保険料については、時効期間経過後納付の理由により、60 年３

月 29 日に充当・還付決議され、58 年１月から同年５月までの保険料として

充当され、差額が還付されていること（当該充当処理された 58 年４月及び同

年５月分の保険料は、重複納付の理由により、60 年４月 12 日に還付決議さ

れ、還付されている。）が確認できる。 

また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 59 年６月時点では、特例

納付制度は既に終了しており、資格取得日の 45 年２月までさかのぼって保険

料を納付することはできないなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持する年金手帳の他に手帳を所持していた記憶

は無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが



 

  

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7810 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年６月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月から 54年３月まで 

    私の母は、私が 20 歳の時に、国民年金の加入手続をして、保険料を納付

してくれていたはずである。弟が 20 歳の時、数か月間は、母が弟の保険料

を納付しており、私の保険料も納付してくれていたはずである。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、申立人の加入手続及び保険料の納付をしてい

たとする申立人の母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、

当時の状況が不明である。 

また、申立人の弟の 20 歳のころからの数か月の保険料を母親が納付してい

たとする申立人の弟も当時の保険料が未納となっている。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 54 年４月に

払い出されており、当該払出時点は、第３回特例納付実施期間であったもの

の申立人は特例納付やさかのぼって納付をした記憶が無く、現在所持してい

る年金手帳以外に年金手帳を所持していた記憶も無いなど、別の手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立人の母親が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7811 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年８月から平成元年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年８月から平成元年１月まで 

私の父は、私が結婚するまで私の支払い関係をすべて行ってくれていた

ので、国民年金保険料も納付してくれていたはずである。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付してくれていたとする父親から

当時の納付状況等を聴取することが困難であるため当時の状況が不明である。 

   また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立

期間は未加入期間とされており、保険料を納付することができない期間であ

るなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7812 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年７月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月 

私は、平成元年６月末日に勤務していた会社を退職後、次の会社に勤務

する元年７月 10 日までの間に、国民年金の加入手続をして国民年金保険

料を納付した。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成

３年８月に払い出されており、当該払出時点では、申立期間は厚生年金保険

加入期間とされており、制度上、保険料を納付することができない期間であ

る。 

また、申立人は、当該手帳記号番号が記載されている年金手帳のほかに厚

生年金保険の記号番号が記載された手帳を１冊所持しているが、この手帳に

は国民年金番号の記載が無く、申立人は、当該２冊の年金手帳以外に手帳を

所持したことは無いと説明しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらないこと、申立期間の末日は厚

生年金保険加入期間であり、申立人が申立期間の保険料を納付した場合、還

付処理がなされるが、その記録は無く、申立人も還付を受けた記憶が無いと

説明していることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7813              

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 12 月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月から 50年 12月まで 

  私の父は、私が 20 歳になった時に私の国民年金の加入手続を行い、私の

国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付したとする申立人の父親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立人が 20 歳になった昭和 48 年に父親が国民年金の加

入手続を行ってくれ、加入後の保険料を納付してくれたと主張しているが、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 52年 7月に払い出さ

れており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらないなど、父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7814 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年７月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 44年７月から 55年３月まで 

私の母は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続をして、国民年金

保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の国民年金保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立人が 20 歳になった昭和 44 年に母親が国民年金の加

入手続を行ってくれ、加入後の保険料を納付してくれたと主張しているが、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 55 年７月に払い出

されている。 

さらに、申立人は、母親から保険料をさかのぼって納付した話は聞いてい 

ないと説明していること、現在所持する上記の手帳記号番号払出時に交付さ

れた手帳以外の手帳を所持した記憶が無いと説明していることなど、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立

人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



 

  

東京国民年金 事案 7815 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

    私の国民年金は、申立期間当時に住み込みで勤務していた会社が加入手

続と国民年金保険料の納付をしてくれていた。また、婚姻後に独立してか

らは元妻が夫婦二人分の保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間当時に勤務していた事業所及び申立人の元妻が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に

関与しておらず、申立期間当時、申立人が勤務していたとする事業所のうち

１社の関係者は所在が不明であり、もう１社の関係者は当時の状況が不明と

説明している上、元妻からは当時の状況を聴取することが困難であるため、

加入手続及び保険料納付の状況が不明である。 

また、事業所のうち後者は、申立期間前の昭和 28 年 10 月から厚生年金保

険適用事業所となっており、当該事業所で保有している 37 年６月 30 日の受

付印が押された「厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通

知書」によると、37 年６月 10 日に入社した申立人の氏名等が二重線で抹消

され、被保険者番号の記載も無いことから、申立人は厚生年金保険に加入し

なかったものと考えられるものの、厚生年金保険適用事業所が申立人の国民

年金への加入手続及び保険料の納付を行ったとする説明は不自然である。 

さらに、申立期間当時に申立人と一緒に当該事業所に勤めていた元妻は、

申立人と連番で国民年金手帳の記号番号が払い出されており、申立人は婚姻

後は元妻が申立期間の夫婦二人分の保険料を納付していたと説明するが、元



 

  

妻も申立期間の保険料が未納であるなど、申立人が勤務していた事業所及び

元妻が、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   加えて、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7816 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年２月から 61 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年２月から 61年４月まで 

    私は、昭和 57 年に会社を退職した後、すぐに国民年金の加入手続を行い

国民年金保険料を納付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況及

び保険料の納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人が所持する年金手帳には、国民年金に関して、初めて被保険

者となった日として「平成６年１月１日」の記載があることから、申立期間

は未加入期間であり、保険料を納付することができない期間であるなど、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

さらに、申立人は現在所持する年金手帳以外に年金手帳を所持していた記

憶が無いと説明しており、申立期間当時、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7817 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年６月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 57年６月から 61年３月まで 

私は、国民年金に加入して以来、国民年金保険料をすべて納付してきた。

途中で資格喪失する理由は無く、資格喪失の手続をした記憶も無いのに、

申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の所持する年金手帳による

と、申立人は、昭和48年４月１日に国民年金の強制加入から任意加入に被保

険者資格の種別変更手続を行った後、申立期間直前の57年６月30日に任意加

入被保険者資格を喪失していることが確認できるため、申立期間は未加入期

間であり、納付書が発行されず、保険料を納付することができない期間であ

るなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7818 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 61年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、大学在学中の私の国民年金

保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間の保険料の納付に関与しておらず、加入手続を行い保険料を納付し

ていたとする母親から加入手続及び納付状況を聴取することができないため、

当時の状況が不明である。 

また、申立人が所持する年金手帳には、初めて被保険者となった日として

「昭和 64 年１月１日」の記載があるため、申立期間は未加入期間となり、保

険料を納付することができない期間であるなど、申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は現在所持する年金手帳以外の年金手帳を所持していた記

憶が曖昧
あいまい

であるなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7822 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年９月及び 53 年６月から同年９月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年９月 

             ② 昭和 53年６月から同年９月まで 

    私は、これまでいくつかの会社に勤めてきたが、退職する都度、国民年

金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間に係る国民年金の加

入手続及び保険料納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成７年２月ころに払い出され

ており、申立人が所持する年金手帳にも「初めて被保険者となった日平成７

年２月 16 日」との記載があること、申立期間は９年５月の記録追加により国

民年金加入期間とされたものであり、申立期間当時は未加入期間とされ、保

険料を納付することができない期間であったこと、申立人は、当該年金手帳

のほかに手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申立人に別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7823 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 47 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 47年１月まで 

  私は、昭和 42 年に市役所出張所で国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金手帳

及び保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間直後の昭和 47 年２月

に任意加入したことにより払い出されており、申立人の夫は厚生年金保険に

加入していることから、申立期間は任意加入適用期間の未加入期間であり、

制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7824 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年７月から２年６月までの期間、２年 11 月から３年１月ま

での期間及び７年９月から８年８月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年７月から２年６月まで 

             ② 平成２年 11月から３年１月まで 

             ③ 平成７年９月から８年８月まで 

私は、会社を辞めたときには、その都度、区役所で国民健康保険と一緒

に国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付したはずである。申立

期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、いずれの申立期間についても、

保険料の納付方法及び金額の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、申立期間それぞれの直前に勤めていた会社を退職した都

度、区役所で国民健康保険と一緒に国民年金の加入手続をしたと主張してい

るが、申立人が申立期間当時から居住している区では、申立人の国民健康保

険の加入履歴は無いとしていること、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭

和 61 年９月に払い出されているが、申立人が所持する年金手帳及びオンラ

イン記録から、申立人は、63 年１月５日に厚生年金保険に加入したことによ

り、同日に国民年金の被保険者資格を喪失していることが確認でき、その後、

申立人が国民年金の被保険者資格を取得した記録は無く、申立期間は未加入

期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間であることなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7825 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年６月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月から同年 10月まで 

    私は、平成４年６月に会社を退職後、しばらくして国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料は１か月ごとの納付書により郵便局で納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料を１か月分

ずつ納付したとしているが、オンライン記録から、申立期間の保険料の過年

度納付書が申立期間の最初の月の時効期間経過直前の平成６年６月に作成さ

れていることが確認でき、申立人は、当該納付書を受け取って納付した記憶

は無いとしているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したものと認めることは

できない。 



 

  

東京国民年金 事案 7831（事案 288の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 12 月から 42 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月から 42年５月まで 

私は、昭和 37 年 12 月に国民年金の資格を取得し、母親に依頼して集金

人に申立期間の国民年金保険料を納付してきた。その後、３回督促状を受

け取った記憶があり、44 年ころに私の国民年金手帳に印又は切手が付いて

いたことをはっきり憶
おぼ

えている。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、国民年金手帳記号番号払出簿によると、

申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、昭和 47 年 10 月ごろで

あり、社会保険事務所（当時）の払出簿を入念に調査したが、それ以前に申

立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡も無いことから申立期間の保険

料を納付した事情はうかがえない、また、申立人は、国民年金保険料は１年

分納付すると１か月分の割引があったと述べているが、そのような割引制度

があった事実はない、さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料は無く、ほかに申立てに係る事実をうかがわせる周辺事情も見当た

らないとして、既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年４月 30 日付け年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し申立人は、前回の申立て以降に思い出した内容として、３回督

促状を受け取り、各々それまでの未納期間の保険料額が記載され１回目は数

万円、２回目は不明、３回目は十数万円だったとしており、督促状を受け取

ったと言うことは、すでに国民年金に加入していたはずであると主張してい

るが、督促状を受け取った時期、その形状、色、大きさ及び申立期間の保険

料額に関する記憶が曖昧
あ い ま い

であり、この受け取ったとする督促状の記憶だけを



 

  

もって申立期間の保険料を納付していたとは認められない。 

また、申立人は、昭和 44 年ごろに所持していた自身の国民年金手帳に印

又は切手が付いているのを見たことがあると主張しているが、年金手帳につ

いても申立期間の保険料の納付期間を特定できるものではないなど、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらず、その

他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 7832 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年５月から 46 月７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年５月から 46年７月まで 

私は、母親から婚姻後も国民年金保険料の納付を続けて行くように言わ

れていた。昭和 41 年５月ごろに転居した際の私の国民年金の再加入手続は

夫が行い､加入後は私が保険料を区役所で納付し、年金手帳又は紙に青色の

印を押してもらっていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納と

されていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付額、

納付方法及び納付回数に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、昭和 38 年３月及び 47 年８月に発行された２冊の国民年

金手帳を所持しており、いずれの手帳とも国民年金の資格喪失が 38 年 10 月

10 日、資格取得が 47 年８月 23 日と記載され、申立期間は未加入期間であり、

保険料を納付することができないなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。                              

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 7833 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 11 月、37 年２月及び同年３月、38 年２月から 41 年 10

月までの期間、41 年 12 月から 43 年８月までの期間及び 44 年１月から 46 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 11月 

             ② 昭和 37年２月及び同年３月 

             ③ 昭和 38年２月から 41年 10月まで 

             ④ 昭和 41年 12月から 43年８月まで 

             ⑤ 昭和 44年１月から 46年３月まで 

    私は、昭和 36 年 10 月ころに母に勧められたことをきっかけに、市役所

で国民年金に加入し、加入後は国民年金保険料を郵便局又は銀行で納付し

ていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額等の記憶が

曖昧
あいまい

であり、申立期間①、②、③、④及び⑤のうち昭和 45 年６月までの期間

については、申立人が当時居住していた区では、現年度分の保険料の納付は

購入した印紙を国民年金手帳に貼付し検認印を受ける印紙検認方式であった

が、申立人は納付書により郵便局又は銀行で保険料を納付したと説明してお

り、印紙検認により保険料を納付した記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出され、国民年金手帳が発

行された昭和 46 年６月時点は、第１回特例納付の実施期間であったが、申

立人はさかのぼって保険料を納付した記憶は無く、申立人は、前記の 46 年



 

  

６月に発行された手帳の前に別の手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であるなど、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10209                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年９月１日から 50年９月１日まで 

年金受給の手続をする時に、申立期間について脱退手当金の支給記録があ

ることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿には脱退手当金が支給され

ていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退

手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約７か月後の昭和 51 年３月 19 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は申立期間に係る事業所を退職後、任意加入期間ではあるもの

の、昭和 61 年４月まで国民年金に加入していないことから、必ずしも年金に

対する意識が高かったとは言い難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10210                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年６月１日から 37年４月１日まで 

平成９年２月に、年金受給の手続をした時に、申立期間について脱退手当

金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金の制度を知らず、脱退手当金の請求手続を行ったこと

も、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和 37年 10 月 22 日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、申立期間と申立期間後の

被保険者期間では別番号で管理されており、脱退手当金を受給したために番号

が異なっているものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10211                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年７月 26日から 33年３月 15日まで 

             ② 昭和 35年７月 21日から 38年８月 21日まで 

平成 19年に、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載さ

れている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和

38年８月 21日の前後２年以内に資格喪失した者９名の脱退手当金の支給記録

を確認したところ、７名に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち６名が

資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支

給決定の記録がある者のうち２名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨

の供述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の上記健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所に

おける厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 38 年 11 月 19

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10212                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年４月４日から 31年９月１日まで 

年金記録の通知が２回目に届いた時に、年金記録を確認したところ、申立

期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記

載されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 31 年９月

24日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された当時は、通算年金制度創設前で

あり、申立期間の事業所を退職後、昭和 41年 10月まで厚生年金保険の加入歴

の無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10219 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年４月 21日から同年 10月 20日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間の６か月間は勤務し、失業保険に加入していたことは確かなの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に勤務していたと申し立てているところ、

同社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の代表者の所在

が確認できないほか、申立人が記憶している同僚に、申立人の勤務状況等につ

いて照会したが、確認することができない。 

また、申立人が記憶している同僚は、「昭和 26年の年末ごろから製造品目の

一部が製造できなくなり、27年にかけて事業の規模縮小を余儀なくされた経営

状況の中で、同年の夏ごろまで勤務し、給料をもらっていた。」と供述してい

るが、当該同僚の申立期間に係る厚生年金保険の加入記録は無い。 

さらに、当該同僚が一緒に勤務していたとする従業員の申立期間に係る厚生

年金保険の加入記録も無い。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が昭

和 26 年 11 月 30 日付けで厚生年金保険の適用事業所でなくなり、事業所を移

転した先で同日に適用事業所となっていることが確認できるが、段階的に被保

険者資格の喪失手続を行っていたことがうかがえ、厚生年金保険の被保険者資

格を喪失した者が上記同僚を含め多数いることが確認できる。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間を含め、必ずしもすべての従業員を

厚生年金保険に加入させてはいなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これ



 

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10222                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年４月１日から 26年４月１日まで 

             ② 昭和 30年４月から 33年まで              

Ａ社に勤務していた期間のうちの申立期間①及びＢ店に勤務していた申

立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。両事業所に勤務していたことは

確かなので、両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に正社員として入社し、菓子製造の勤

務をしていたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同

社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 26 年４月１日であることか

ら、申立期間①は、同社が厚生年金保険の適用事業所とはなっていない期間で

ある。 

また、事業主及び申立人が自分よりも早くＡ社に入社したと記憶する同僚を

含むすべての従業員が、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 26 年

４月１日以降に、厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 

なお、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は昭和

28 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業

主は所在不明であること及び同名簿において所在の判明した従業員がいない

ことから、申立人の勤務期間や厚生年金保険料の控除をうかがわせる供述を得

ることができない。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ店に外交員として勤務していたと申し立

てている。 



 

   しかしながら、Ｂ店は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、

厚生年金保険の適用事業所としての記録を確認することができない。 

 また、Ｂ店の商業登記簿は、同店の所在地を管轄する法務局において、保存

期限経過のため、確認できない上、申立人によると、同店は昭和 33 年夏ごろ

倒産し、事業主の所在も不明であるとしていることから、申立人の勤務状況や

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 さらに、オンライン記録では、Ｂ店の事業主及び申立人が記憶している経理 

事務担当者について、申立期間における厚生年金保険被保険者としての加入記 

録が確認できない。 

   このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10223                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年３月 31日から同年５月まで 

             ② 昭和 58年６月から 61年ごろまで 

             ③ 平成４年ごろから８年ごろまで 

             ④ 平成８年ごろから 10年ごろまで 

             ⑤ 平成 10年ごろから 14年ごろまで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間①、Ｃ社に勤務していた申立期

間②、Ｄ社に勤務していた申立期間③、Ｅ社に勤務していた申立期間④及び

Ｆ社に勤務していた申立期間⑤の厚生年金保険の加入記録が無い。これらの

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所になったのは、平成元年４月１日であり、当該期間は同社が適用事業所

となる前の期間であることが確認できる。 

また、Ａ社の総務担当者は、厚生年金保険の適用事業所になる前は、従業員

においてそれぞれ国民年金に加入していたと供述しており、同社が厚生年金保

険の適用事業所となった平成元年４月１日以降被保険者資格のある従業員７

名について、オンライン記録により、全員が入社月から同社が適用事業所とな

った同月まで国民年金の加入記録が確認できる。 

さらに、Ａ社の総務担当者は、「申立人に係る資料は無く、当時の事業主は

申立人を記憶していない。」と供述している上、申立人は、同社における上司、

同僚の氏名を記憶していないことから、これらの者に申立人の勤務状況及び厚

生年金保険の加入状況について確認することができない。 

申立期間②について、申立人は、当該期間にＣ社に勤務していたと主張して



 

いる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所

になったのは、平成４年９月１日であり、申立期間②は同社が適用事業所とな

る前の期間であることが確認できる。 

また、申立期間②当時、厚生年金保険の適用事業所となっていたＣ社の関連

事業所であるＧ社及びＨ社の事業所別被保険者名簿において申立人の加入記

録は無く、同名簿により、申立期間②に加入記録があり、所在の判明した 11

名に照会した結果、回答のあった２名とも申立人を知らないと供述している。 

さらに、Ｃ社の商業登記簿謄本によると、同社は、平成 15 年４月に破産し

ており、事業主は既に死亡していること及び申立人は、同社における上司、同

僚の氏名を記憶していないことから、これらの者に申立人の勤務状況及び厚生

年金保険の加入状況について確認することができない。 

なお、オンライン記録によると、申立人は申立期間②において、国民年金に

加入し、保険料については、納付済みとなっている記録が確認できる。 

申立期間③について、オンライン記録によると、Ｄ社は平成５年４月 30 日

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当該期間の一部は、同社が適

用事業所ではなくなった後の期間であることが確認できる。 

また、Ｄ社の当時の経理担当者及び従業員によると、申立人は同社に在籍し

ていたが、申立期間③には、既に勤務していなかったと供述している。 

さらに、Ｄ社の商業登記簿謄本によると、同社は、平成 14年 12月に解散し

ており、事業主の所在が不明であること及び申立人は同社における上司、同僚

の氏名を記憶していないことから、これらの者に申立人の勤務状況及び厚生年

金保険の加入状況について確認することができない。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間③において、国民年金

保険料を納付しており、申立人の居住するＩ市の国民健康保険の担当者の供述

によると、申立人は、申立期間③において、国民健康保険に加入していること

が確認できる。 

申立期間④について、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、

申立人が当該期間に勤務していたとするＥ社は、類似名称も含め厚生年金保険

の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を管轄する法務局においても、

同社の商業登記の記録を確認することができない。 

また、申立人は、申立期間④当時のＥ社における事業主、上司及び同僚の氏

名を記憶していないことから、これらの者に、申立人の申立期間④における勤

務状況及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

さらに、申立人の申立期間④に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、申立人は明確な記憶が無いと供述している。 

なお、オンライン記録によると、申立人は申立期間④において、国民年金の

納付及び申請免除を受けている記録が確認でき、申立人の居住するＩ市の国民



 

健康保険の担当者の供述によると、申立人は、申立期間④において、申立人が

居住するＩ市において国民健康保険に加入していることが確認できる。 

申立期間⑤について、申立人は、当該期間にＦ社に勤務していたと主張して

いるところ、同社の商業登記簿謄本から、同社は、平成７年７月及び 10 年５

月に社名変更しており、事業内容も、それまでの芸能関係から清掃、自動車運

転請負業務等に変更していることが確認できる。 

また、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、Ｆ社は、類似

名称も含め厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

さらに、申立期間⑤当時のＦ社の事業主は所在が不明であり、申立人も同社

における上司、同僚の氏名を記憶しておらず、これらの者から申立人の勤務状

況及び厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間⑤において、国民年金

保険料を納付し、又は申請免除を受けている記録が確認でき、申立人の居住す

るＩ市の国民健康保険の担当者の供述によると、申立人は、申立期間⑤におい

て、申立人が居住するＩ市において国民健康保険に加入していることが確認で

きる。 

このほかに、申立人のすべての申立期間に係る厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10225                                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月１日から 28年ごろまで 

米駐留軍の事業所であるＡ事業所に事務職員として勤務した期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。同事業所には、申立期間中、勤務をしていたこ

とは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ事業所は厚生年金保険の適用事業所になってい

ない。 

そこで、駐留軍関係の資料を管理しているＢ省Ｃ局及びＤ機構に照会したが、

申立人の申立期間に係る勤務記録は保存されていないため、申立人の勤務実態

及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができなかった。 

また、申立人は同僚の名前を数人記憶していたが、オンライン記録から当該

同僚の住所を確認することができず、当該同僚から申立人の勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10226                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年６月ごろから 22年１月ごろまで 

② 昭和 22年２月ごろから 24年 11月ごろまで 

   Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ大学事務局に勤務した申立期間②につ

いて、厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれの事業所に勤務していたこ

とは確かなので厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、オンライン記録によると、Ａ社は、厚生年金保険の

適用事業所となっていない。 

また、当該事業所を管轄する法務局に商業登記の記録は確認できなかった。 

さらに、関係企業団体等に照会したがＡ社の所在地は判明せず、また、申立

人は、代表者の苗字しか覚えておらず、当該代表者の住所を特定することがで

きないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて、確認する

ことができない。 

申立期間②については、申立人及びＢ大学の社会保険担当者の供述から、時

期は特定できないが、申立人は、同大学Ｃ事務局に勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ大学Ｃ事務局は、厚生年金保険の適用

事業所となっておらず、また、同大学の社会保険担当者は、「新法律により新

たに大学認可設置のため短期間、設置された事務所の職員については、厚生年

金保険に加入していた可能性は無いと思われる。」と供述している。 

さらに、申立人が唯一記憶する同僚については、住所が特定できないため、

当該同僚から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて、確認す

ることができない。 



 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10227                                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年１月 13日から 35年２月 29日まで 

Ａ社Ｂ営業所に勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

では、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の同僚の供述により、勤務した期間までは特定できないものの、

申立人がＡ社Ｂ営業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の総務担当者は、「申立人はＡ社の社員ではなかった。申立人

は職人として請負で働いた人ではないか。申立人については厚生年金保険被保

険者資格取得･喪失の届出を行っておらず、申立人に係る厚生年金保険料も社

会保険事務所（当時）に納付していない。」旨回答している。 

そこで、申立人が記憶している申立期間当時の同僚２人に照会したところ、

「申立人は日給月給の職人ではなかったかと思う。そのため年金に加入しない

かわりに、自分たちの給与よりも 50％増しの給与をもらっていたと思う。」、

「申立人と自分とは公共職業安定所の求人に応募して現場で仕事をした日雇

なので、仕事をしたその日に日当の支払があった。その者たちの中から誰を厚

生年金に入れるかは私には分からない。私は、昭和 30 年ごろから勤め始めた

が、厚生年金保険加入記録は 31 年 12 月１日からであった。」旨それぞれ供述

している。 

さらに、Ａ社Ｂ営業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の

健康保険の整理番号に欠番は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10228                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 33年９月から 34年 12月まで 

    Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では、申立期

間中、勤務していたのは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたとするＡ社は、平成 22 年２月＊日に、破産開始手続

きを開始しているため、同社の破産管財人に対し照会を行ったところ、同管

財人は、申立期間当時の資料を保有していないことから、申立人の勤務実態

及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができないとしている。 

   そこで、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人が入社したとす

る昭和 33年９月前後に資格取得している従業員のうち、連絡先が判明した従

業員 55名に照会したところ、28名から回答があったが、申立人を記憶してい

る者はおらず、申立人の勤務期間を特定することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 10231 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年７月から 61年６月まで 

厚生年金保険の加入記録によると、Ａ社で勤務した申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無い。同社には間違いなく勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の証言から、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の事業主は、当時の資料を保管していないことから、申立人の

保険料控除について確認できない。 

また、申立人が自身よりも後に退職したとする同僚の厚生年金保険の被保険

者資格喪失日は、昭和 60年 12 月 29日になっており、このことから、申立人

が退職したのは、上記同僚の資格喪失日よりも前である可能性が高い。 

さらに、Ａ社の事業主は、「申立期間当時、社員として採用する場合は、３

か月の試用期間を設け、勤務の継続性を確認してから、厚生年金保険に加入さ

せていた。試用期間中に給与から保険料を控除することはない。」と回答して

いる。 

加えて、当時のＡ社における総務責任者は、「社員であれば面接時に３か月

の試用期間があり、社会保険には試用期間終了後に加入することを伝えている。

加入前に給与から保険料を控除することはない。」と供述している。 

また、Ａ社において、申立期間に被保険者記録がある従業員で、連絡先が判

明した９人のうち、回答のあった３人については、事務職で入社した１人は、

入社日と厚生年金保険の加入は同日であるが、申立人と同じ現場勤務の２人は、

厚生年金保険の加入が入社日から３か月から５か月遅れていることが確認で



 

きる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10232                  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 33年 10月から 36年５月 16日まで 

厚生年金保険の加入記録によると、Ａ社に勤務していた申立期間の加入記

録が無い。同社に勤務していたことは確かなので、申立期間について厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたとするＡ社は、オンライン記録及び適用事

業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所であることが確認でき

ない。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無く、当該事業所

の代表者及び役員を確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ社の事業主及び同僚１名の氏名を記憶しているが、両

名の連絡先は不明であり、これらの者から、当該事業所における申立人の勤務

状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年７月 28日から 25年２月１日まで 

終戦直後に米駐留軍に接収されていた駐留軍施設のＡ社に勤務していた

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。Ａ社発行の証明書

があるので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社が発行した証明書では、申立人が昭和 22 年７月

28日に同社に入社し、26年３月 16日に退職した記録が記載されていることか

ら、申立人は、申立期間に同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、駐留軍施設の記録管理業務を引き継いだＢ局の担当者は、「当時の

駐留軍施設の雇用形態には国の雇用と事業所直接雇用があり、申立人について

は国の雇用者リストに見当たらず、事業所による証明があることから事業所に

直接雇用されていたと思われる。」と回答している。そのことについて、Ａ社

の当時の人事課長は、「当社が発行している証明書であれば、当社が直接雇用

していたと考えられる。」と供述していることから、申立人は同社に直接雇用

されていたと認められる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が厚生

年金保険の適用事業所となったのは、昭和 24年 11月１日であることが確認で

きるが、同日から 25 年２月１日までの間に同社において被保険者資格を取得

した者の記録は見当たらず、申立人と同じ同年２月１日に初めて被保険者資格

を取得した者が多数確認できる。 

このことについて、上記の人事課長は、当時、従業員の資格取得の届出が遅

れた旨を供述している。 

さらに、上記被保険者名簿に記載のある複数の同僚は、昭和 25 年２月１日



 

以降の資格取得であり、当時の保険料控除について記憶しておらず、申立期間

の保険料控除について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10236（事案 2092の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月１日から 40年１月７日まで 

Ａ事務所に勤務した期間のうち申立期間の厚生年金保険の記録が無い旨

を第三者委員会に申し立てた結果、同委員会から、当時の被保険者４人のう

ち申立人を含む３人が申立人と同時期に被保険者資格を喪失していること

及び健康保険証の使用については、その医療機関が既に廃業しており、確認

できないことなどの理由で、記録訂正できないと回答があった。 

しかし、当時の妻が、新たに申立期間当時、二女を出産した病院名及び当

時のＡ事務所の顧問先の電話番号を提供するので、再度調査をして厚生年金

保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ事務所は既に解散し、事業主も死亡し

ているため、同事務所及び事業主に厚生年金保険の加入状況や保険料の控除に

ついて確認することができず、申立期間当時の被保険者４名のうち、申立人を

含む３名が同時期に被保険者資格を喪失していること及び健康保険証を使用

したとする医療機関では、健康保険証の使用について確認できないこと等から、

申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが確認できないとして、既に当委員会の決定に

基づく平成21年５月20日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

しかし、申立人は、当時の妻が昭和 38 年＊月に二女を出産した時に健康保

険証を使用したとする病院名と、Ａ事務所の当時の顧問先の電話番号を新たに

提供するので、再度調査してほしいとしている。 

このため、当委員会は、当時の妻が二女を出産したとするＢ病院に確認した



 

ところ、同院は「昭和 38 年には当院は開業していたが、それは先代の病院で

あり、その後いったん廃止して、先代の息子である現在の事業主が開業したこ

とから、平成元年以前のカルテ等は残していない。」と供述しているため当時

の妻の出産の事実及び健康保険証の使用について確認することができない。 

また、当時のＡ事務所の顧問先は、「同事務所と取引はあったが、申立人が

いたような記憶はあるものの、それ以上のことは覚えていない。」と供述して

いることから、当該顧問先から申立人の厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

その他、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人は、厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10237 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月１日から 43年４月１日まで 

Ａ社に勤務した厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務したことは確か

なので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の現在の事業主が、申立人が住み込みで勤務していたことを記憶している

ことから、勤務期間は特定できないが、申立人が同社で勤務していたことは推認

できる。 

しかし、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは

平成９年８月１日であり、申立期間は適用事業所となっていないことが確認でき

る。 

また、Ａ社の現在の事業主は、「現在、当時の代表者の息子である自分が事業を

引き継いでいるが、自身が厚生年金保険に加入したのは平成９年８月１日で、そ

れ以前に厚生年金保険に加入していた関係者はいない。」と回答している。 

さらに、申立人は、Ａ社における同僚の氏名を記憶していないため、これらの

者から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10238 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年７月１日から 52年３月９日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。申立期間は会社設立時であり、社会保険と労働保険の新規適用手続を

社会保険労務士に委任した。保険料控除を確認できる決算報告書の勘定科目

内訳が記載されている資料を提出するので、申立期間も厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の商業登記簿謄本では、申立人は、会社設立時の昭和 50 年６月 30 日

付けで代表取締役に就任しており、現在まで退任した記録が確認できないこ

とから、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、同社が厚生年金保険の適用

事業所となった（以下「新規適用」という。）のは昭和 52 年３月９日であり、

申立期間は適用事業所ではないことが確認できる。 

また、Ａ社の上記事業所別被保険者名簿によると、同社は厚生年金保険の任

意包括適用事業所と記載されていることが確認できるところ、申立人は、「会

社設立時から従業員は自分を含め３人で、その後、従業員１人が入社し、新規

適用時は４人であった。」と供述していることから、同社は、申立期間当時、

厚生年金保険法の強制適用事業所としての要件を満たしていなかったことが

認められる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は昭和 40 年２月 1 日からＡ社の

新規適用日である 52 年３月９日までの間、国民年金に加入し、申立期間の全

期間において、その保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、申立人が提出した昭和 52年６月 30日付けＡ社の第３期決算報告書



 

の「預り金」勘定科目内訳では、「社会保険料」が計上されていることが確認

できるが、申立期間の資料として提出された 51年６月 30日付け第２期決算報

告書には、「預り金」勘定科目内訳に社会保険料の記載が無いため、同決算報

告書から申立期間における厚生年金保険料の控除を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10241 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 24年 11 月 15日から 29年 10月１日まで 

Ａ協会（現在は、Ｂ組合）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無い。申立期間も、同協会に勤務していたことは確かなので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ協会に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ組合は、当時の資料が無いため、申立人の申立期間に係る勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について不明であると回答している。 

また、Ａ協会に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から申立期

間当時勤務していた複数の従業員に照会したところ、二人の従業員は申立人を

記憶しておらず、申立期間以前から勤務していた一人の従業員は、申立人を記

憶しているが、申立人は昭和 25年３月以前あるいは 26年 9月以前に退職して

いた旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10242 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ：  昭和 13年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ：  昭和 51年９月から 52年 10月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ｂ社は、同社が保管している退職届に申立人の氏名が無いことから、

申立人は正社員ではなく、申立期間当時、同社の厚生年金保険の対象者ではな

かったのではないかと回答している。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の記録は無く、公共職業安定所の雇用

保険受給資格者証により、申立人は、昭和 51年 10月 16日に雇用保険の求職

者給付の受給手続を行い、申立期間のうち同年 10 月 25 日から 52 年１月 22

日までの期間は、雇用保険の基本手当を受給していることが確認できる上、申

立期間を含む同年５月１日から 53年５月 26日までの期間は、申立人がＡ社を

退職後に勤務したとしているＣ社において雇用保険に加入していることが確

認できる。 

さらに、Ｂ社は、申立期間当時の資料は既に廃棄しており、申立人の申立期

間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することはできな

いと回答している。 

加えて、申立人は申立期間当時の同僚等の名前を記憶していない上、Ａ社に

係る事業所別被保険者名簿から申立期間当時勤務していた複数の従業員に照

会したが、申立人を記憶している者はおらず、申立人の勤務実態及び厚生年金



 

保険料の控除について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10243                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年８月 21日から４年８月 21日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に勤務した証拠として写真を提出するので、申立期間も厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

申立人は、申立期間中にＡ社の店舗で撮影した日付入りの写真があるので同

社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、当該写真は店舗名と日付は確認できるが、申立人しか写っておらず

勤務実態を確認することができない。 

また、Ａ社における雇用保険の離職日（平成２年８月 20 日）と厚生年金保

険の被保険者資格喪失日（同年８月 21 日）は符合している上、オンライン記

録から同年９月４日に申立人の健康保険被保険者証が回収されている旨の記

載があることが確認できる。 

さらに、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主は死亡していることから、

申立人の申立期間に係る勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認する

ことはできない。 

加えて、Ａ社において申立期間当時給与計算を担当していた３人の従業員は、

「厚生年金保険に加入していない従業員の給与から、厚生年金保険料を控除し

たことはなかった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業



 

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10244 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ：  昭和 29年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ：  平成４年 10月１日から６年１月 31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録がない。入社時に

年金手帳の提出を求められ、確かに提出したので加入していたはずであり、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に正社員として勤務し、厚生年金保険に

加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立人は正社員ではなく社会保険を適用しない協力外部ス

タッフであったと回答しており、同社から提出された経理帳簿の申立人のもの

と思われる報酬支払の記録によると、報酬から厚生年金保険料は控除されてい

ないことが確認できる。 

また、申立人が当時居住していたＢ区は、国民健康保険加入記録から、申立

人は平成４年８月１日に資格取得し、６年３月２日に資格喪失したと回答して

おり、申立期間は国民健康保険の被保険者であったことが確認できる。 

さらに、Ａ社は、同社で保管していた申立人の履歴書に提出日付が平成５年

４月 13 日と記載されていることから、同日以前に勤務していたとは考えられ

ないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10245 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月から 46年１月まで 

Ａ医院に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に

賄い婦として同医院に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にＡ医院に在籍していた複数の従業員の供述により、勤務期間は特

定できないものの、申立人が申立期間に同医院に賄い婦として勤務していたこ

とが推認できる。 

しかし、Ａ医院が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 45 年５月

１日であり、申立期間のうち 44年３月から 45年４月 30日までの期間は適用

事業所となっていない。 

また、Ａ医院の事務長は、「同医院が厚生年金保険の適用事業所となる以前

に従業員の給与から厚生年金保険料を控除することはなかった。」と供述して

いる。 

さらに、Ａ医院が厚生年金保険の適用事業所となった月に被保険者資格を取

得した３人の従業員に照会したが、いずれも当該期間の厚生年金保険料の控除

を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

一方、申立期間のうち厚生年金保険の適用事業所となった昭和 45 年５月１

日から 46年１月までの期間については、Ａ医院の事務長は、「賄い婦を厚生年

金保険に加入させた記憶は無い。」と供述しており、現に事務長が申立期間後

に賄い婦として在籍していたとする従業員も、同医院に係る事業所別被保険者

名簿には氏名の記載が無く厚生年金保険の被保険者となっていない。 

また、Ａ医院に係る事業所別被保険者名簿に申立人の氏名の記載が無く、健



 

康保険の整理番号に欠番も無く、同名簿に不自然な処理は見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10246 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 34年４月から同年 12月１日まで  

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に夜間専

門の運転手として勤務していたので厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の当時の具体的な記憶及びＡ社の事務担当者でもあった事業主の長

男の供述から、申立人が申立期間に同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、事業主の長男は、「夜間専門の運送業務に従事していた従業員につ

いては、厚生年金保険に加入させておらず、保険料を控除していなかった。」

と供述している。 

また、申立人及び事業主の長男は、申立期間当時に夜間専門の運送業務に従

事していた従業員の氏名を記憶していないため、厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

さらに、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは、昭和 34 年９月１日であり、申立期間のうち同年４月

から同年８月 31日までの期間は適用事業所となっていない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、同社が厚生年金保険の適用

事業所となった昭和 34 年９月１日に被保険者資格を取得した従業員３人に照

会したが、適用事業所となる前の期間の給与明細書等を保有しておらず、厚生

年金保険料を控除されていたことを確認することはできない。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10255                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年 11月 15日から 53年９月１日まで 

             ② 昭和 53年 10月２日から 59年７月１日まで 

             ③ 昭和 59年７月１日から平成４年 11月 21日まで 

             ④ 平成４年 11月 21日から 14年４月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②、Ｃ社に勤務した

申立期間③及びＤ社に勤務した申立期間④のそれぞれの標準報酬月額が、実

際に支払われていた給与支給額に見合う標準報酬月額と相違している。申立

期間の保険料控除額が分かる給与明細書を提出するので、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間①、②、③及び④に係るオンライン記録の標準報酬月

額が実際に支払われていた給与支給額に見合う標準報酬月額と相違してい

る。」と主張している。 

しかしながら、申立期間①について、申立人が提出した給与明細書において

確認できる厚生年金保険料控除額に基づく標準報酬月額が、オンライン記録の

標準報酬月額と同額であることが確認できる。 

また、申立期間の②、③及び④について、同期間の標準報酬月額を改定又は

決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、「厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例等に関する法律」に基づき、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額（給与支給総額）のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額となる。このため、同申立期間について、申立人が提出している



 

給与明細書において確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額のそれぞ

れに基づく標準報酬月額を比較したところ、これらの標準報酬月額は、オンラ

イン記録の標準報酬月額よりも低い額又は同額であることが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間①、②、③及び④について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10256                       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  昭和 18年 12月から 19年 12月まで 

Ａ社Ｂ工場で勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同

社Ｂ工場に勤務し、化学分析業務に携わっていたのは確かなので、同期間を

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に基づき申立期間に

おいて被保険者であった従業員の回答により、申立期間を正確に特定できない

ものの申立人が同社において勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 18 年 12 月から 19 年９月 30 日まで

の期間については、労働者年金保険法の適用期間であり、同法が被保険者とし

ているのは、工場法や鉱業法の適用を受ける工場又は事業場に使用される、い

わゆる男子の筋肉労働者が対象であり、申立人は、「Ａ社Ｂ工場で化学分析業

務に携わっていた。」と述べていることから、事業主は申立人を労働者年金保

険の被保険者として適用させなかったものと考えられる。 

また、Ａ社Ｂ工場の元従業員は、「化学分析業務は、一般的に技術系の業務

であり、肉体系の業務ではなかったと思う。」と述べている。 

さらに、申立期間のうち、昭和 19年 10月１日から同年 12月までの期間に

ついては、Ａ社本社の現在の人事担当者は、「当社には、申立期間当時の資料

が残っておらず、事実の確認ができない。」と述べている上、申立人が記憶し

ていた同僚３名及び同社同工場の従業員からも申立期間当時の状況を確認す

ることができなかった。   

加えて、申立期間においてＡ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に申立人の氏名は見当たらず、同名簿に不明瞭な点も見られない。  



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案10261 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年４月１日から20年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所

に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、オンライン記録によると、申立人が申立期間当時に勤務していたと

するＡ社は、厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社の当時の事業主は死亡しており、申立期間に係る申立人の勤務状

況及び厚生年金保険料の控除に関する供述は得られない。 

さらに、申立人はＡ社の当時の経理担当者及び現場責任者の氏名を記憶して

いるが、これらの者の同事業所における厚生年金保険の加入記録は確認できず、

連絡先は不明であるため、同事業所における申立人の勤務状況や厚生年金保険

の取扱いについて確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10264 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 31日から同年４月１日まで                          

厚生年金保険の加入記録によれば、Ａ社（現在は、Ｂ社が事業を継承）に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。国民年金手帳の資格取得

日が昭和 49 年４月１日になっているが、この手続をした時に、区役所の担

当者が事業所に確認した上で資格取得日を決定したので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49年３月 31日までＡ社に在籍していたと申し立てている。 

しかし、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社（平成 19年 10月に会

社名を変更した後のＣ社で記録されている。）における離職日は、昭和 49年３

月 30日と記録され、申立期間の在籍を確認することができない。 

また、昭和 49 年３月 31 日が日曜日であることから、申立人は、「日曜日に

は勤務していない。」と供述している。 

   一方、Ｂ社は、人事記録を保管していないため、申立人の在籍及び厚生年金

保険料控除について確認できないとしている。 

   さらに、Ａ社の総務担当者は、「申立期間当時の取扱いについては不明だが、

もっと後の年代では、退職日を営業日ベースで考えていたので、昭和 49 年３

月 30 日が土曜日で、同年３月 31 日が日曜日ということであれば、30 日付け

の退職だったと思われる。」と回答している。また、申立人が記憶していた申

立期間当時の総務担当者は、「申立人を記憶していない。当時の資格得喪の取

扱いについても覚えていない。」と回答している。 

   加えて、申立人は、「国民年金の資格取得の手続のために、Ｔ区役所Ｓ出張

所に出向いた時に、離職票を持っていなかったため、窓口の女性が事業所に電



 

話で確認した上で、資格取得日を昭和 49年４月１日にした。」と述べているが、

Ｔ区役所及び同区役所Ｓ出張所は、申立期間当時の担当者の名簿等の資料を保

管していないため、担当者については分からないと述べている。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10265 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年６月１日から 15年９月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社における被保険者期間の

うち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与月額より低くなっている。入社

当初から、年収は 500 万円から 600 万円で給与月額は平均 40 万円ほどだっ

たので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する所得税源泉徴収簿及び給与一覧表(個人別)によると、申立期

間のうち、平成 12年１月から 15年８月までの期間に係る報酬月額は、申立人

が主張する給与月額とほぼ同額の総支給額となっていることが確認できる。 

しかしながら、上記の所得税源泉徴収簿及び給与一覧表(個人別)から、当該

期間の事業主により給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報

酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。 

また、Ｂ健康保険組合の被保険者記録によると、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、平成 11年６月から 12年９月までの期間は、26万円、同年 10

月から 15年８月までの期間は、28万円及び同年９月は、32万円と記録されて

おり、オンライン記録と一致している。 

さらに、Ａ社は、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、「当時の

事務員(平成 16 年退社)に確認したところ、申立人本人から、保険料が高くて

困るから等級を下げてほしいと、直接申し出があったようだ。申立人は、当事

務員の直属の上司であったことから所長の許可無く、当該引き下げを受け入れ

たようだ。このことは申立人もよく知っているはずだ。また、申立人は同社で

は所長の次のポストにあり、社会保険も担当していた。」と回答している。 



 

加えて、申立人は、「職場ではリーダー的存在だった。当時、自分の標準報

酬月額を低く届け出ていることは承知していたが、自分が行ったわけではな

い。」と供述している。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。しかし、申立期

間のうち、平成 12年１月から 15年８月までの期間については、報酬月額に見

合う標準報酬月額より保険料控除額に見合う標準報酬月額が低く、保険料控除

額に見合う標準報酬月額はオンライン記録と一致していることから、申立人の

申立期間に係る記録訂正を行うことはできない。 

また、申立期間のうち、平成11年６月から同年12月までの期間については、

Ａ社は源泉徴収簿等を保管しておらず、申立人も保険料控除等を確認できる資

料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 43年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 10月から 21年２月１日まで 

                         ② 昭和 40年６月 13日から同年 12月９日まで 

厚生年金保険の加入記録によれば、申立期間①及び②において加入記録

が無い。しかし、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうちの申立期間①

及びＣ社（現在は、Ｄ社）に勤務した申立期間②については、それぞれ勤務

していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｂ社が保管していた申立人に係る社内職歴及び社員俸

給順職員録により、申立人が申立期間を含む昭和３年３月 22日から 40年６月

12 日まで同社に継続して勤務し、17 年１月８日に同社Ｅ国支店に派遣され、

厚生年金保険法が施行された 19年 10月１日当時は同社の同支店で勤務してい

たことは確認できる。 

しかし、Ｂ社は、上記以外の申立期間①当時の資料を保管していないことか

ら、申立人及び海外派遣者の厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きないと回答している。  

また、申立人の著書「Ｆ」によると、昭和 17 年１月８日に申立人のほかに

８人がＡ社Ｅ国支店に派遣されていると記載されているところ、同社本社に係

る健康保険労働者年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によると、同社で

被保険者の資格取得日が確認できる５人のうち、４人は申立人と同じ終戦後の

21年６月、同年９月及び同年 11月に被保険者資格を取得しており、ほかの１

人は 19年 10月１日に資格取得していることが確認できる。 



 

そこで、上記５人の資格取得時における勤務地を、Ｂ社が保管している昭和

19年 10月１日現在の「社員俸給順職員録」により確認したところ、21年に資

格取得した４人は当時Ｅ国で、19年 10月１日に資格取得した１人は日本国内

となっている。このことから、厚生年金保険法が施行された昭和 19年 10月１

日にＡ社Ｅ国支店に勤務していた者は、被保険者資格を取得していなかったこ

とがうかがえる。 

申立期間②について、Ｄ社から提出された「役員任期一覧表」により、申立

人が昭和 40年６月 12日から 58年６月 27日まで役員として同社に勤務したこ

とは認められる。 

しかし、社会保険事務所（当時）の記録では、Ｃ社は、昭和 40年 12月９日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②は適用事業所でない

ことが確認できる。 

また、Ｃ社が適用事業所となった昭和 40年 12月９日に資格取得した３人の

うち１人は、「当時の給与明細書等の厚生年金保険料控除を示す書類を保管し

ていないため、保険料控除は確認できない。当該期間の厚生年金保険の取扱い

についても覚えていない。」としている。なお、残りの２人は既に死亡してい

ることから、これらの者から当該期間の保険料控除は確認できない。 

さらに、申立人は既に亡くなっており、申立人の遺族も厚生年金保険の保険

料控除を示す書類を保管していないことから、申立期間の保険料控除について

確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10273（事案 1408の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18年４月１日から 20年８月 20日まで 

平成 19 年９月 28 日に厚生年金保険の加入記録について申立てをしたが、

平成 21 年２月４日に、記録の訂正を認めることはできない旨の通知を受け

た。今回、新たにＡ社Ｂ製作所の工場補器として勤務した当時の上司、同僚

９名の氏名がわかったので、再審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立てについては、申立人は昭和 18 年４月１日以降もＡ社に勤

務していた可能性はあるものの、申立期間当時の関係者は既に死亡等のため、

証言を得ることができず、かつ、当時の人事記録等の関連資料が残っていない

ため、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、既に当委員

会の決定に基づく平成 21 年２月４日付け年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

今回、申立人から新たにＡ社Ｂ製作所の申立期間当時の上司、同僚９名の氏

名が判明した旨の供述があり、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を確認したが、そのうち８名は連絡先が不明であり、ほか１名は既に死亡して

おり、新たな証言を得ることができない。 

これらを総合的に判断すると、委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当

たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 11月１日から 14年 12月 30日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報酬月

額が 40万の給与額であるのに対し、国の記録は 17万となっている。給与明

細書を提出するので､正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

申立期間のうち、申立人が提出した給与明細書で確認できる期間の報酬月額

は、申立人の主張のとおりであるものの、給与から控除されていた厚生年金保

険料に相当する標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

ることが確認できる。そのため、当該期間については、報酬月額に見合う標準

報酬月額よりも保険料控除額に見合う標準報酬月額の方が低く、保険料控除額

に見合う標準報酬月額はオンライン記録と一致していることから、特例法によ

る保険給付の対象とならない。 

また、Ａ社は、「申立人の報酬月額については、基本給のみの額を基に届出

をしており、届出のとおりの額で給与からの保険料控除を行っていた。」と回

答している。 

なお、申立期間のうち上記を除く期間については、給与明細書など厚生年金



 

保険料控除を確認できる資料が無い。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10275 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年４月から同年７月１日まで 

② 昭和 30年７月 27日から 32年４月１まで 

昭和 29年４月に中学を卒業してすぐにＡ社に入社し、32年３月末まで継

続して勤務したはずなのに、厚生年金保険被保険者の資格取得日及び喪失日

が違っていることが分かった。勤務したことは間違いないので、正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、同期入社した同級生の同僚の供述及び中学校の卒業生

台帳から、申立人は、昭和 29 年３月に中学校を卒業し、同年４月にＡ社に入

社したことが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同期

入社の同僚（２名）の資格取得日は、申立人と同日の昭和 29 年７月１日であ

ることが確認でき、また、申立期間①前後において、中学卒業後に入社した従

業員の被保険者資格取得日も入社年の７月１日となっていることが確認でき

ることから、同社では、中学卒業後に入社した従業員の被保険者資格の取得に

ついて、入社３か月後に届出を行っていたと推認できる。 

申立期間②について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て申立人の資格喪失日は、昭和 30年７月 27日と確認できる。また、34年にＡ

社を辞めた申立人の同僚の１人は、「時期は特定できないが、申立人は、自分

より数年前に辞めた。」と供述しているほか、当該期間にＡ社に勤務していた

複数の従業員に、申立人の勤務状況について照会したところ、申立人の退職日

を記憶している者はいなかった。 

さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当



 

時の事業主は死亡していることから、申立人の申立期間①及び②に係る勤務状

況等について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の給与からの

控除について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡）  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年４月から 25年４月まで 

平成 20 年になって、昭和 25 年５月 10 日から 26 年１月 21 日までＡ社Ｂ

工場に勤務した８か月間の厚生年金保険の加入記録が見つかった。母親が申

立人から「婚姻前の３～４年間、壜工場に勤めていた。」と聞いた記憶があ

り、申立人は申立期間にＡ社Ｃ工場で勤務していたと思うので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 22年４月から 25年４月まで、Ａ社Ｃ工場に勤務していたと

申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に解散して閉鎖されており、当時の事業主の連絡先が不

明であることから、同社及び当該事業主から申立人の勤務状況や厚生年金保険

の適用について確認することができない。 

また、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、住所の

判明した従業員に申立人の勤務実態等について照会したが、回答のあった４名

はいずれも申立人を記憶していないため、これらの元従業員から申立人の勤務

状況や厚生年金保険の適用について確認することができない。 

さらに、申立期間当時、Ａ社本社総務管理課に勤務していた従業員は、「同

社Ｂ工場の近くにあった７、８社の小規模な壜工場が合併して同社Ｂ工場を立

ち上げた。同社Ｃ工場から同社Ｂ工場への従業員の異動は無かった。」と供述

しているところ、申立人が記憶していた同僚は、同社Ｂ工場に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿に氏名が記載されているが、同社Ｃ工場に係る厚生年



 

金被保険者名簿では氏名を確認することができない。 

加えて、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、同社Ｂ工場

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人に係る厚生年金保険被

保険者台帳には、申立人が昭和 25年５月 10日に同社Ｂ工場で被保険者資格を

取得した記録はあるが、同社Ｃ工場で被保険者資格を取得した記録は無い。 

また、Ａ社Ｃ工場は、同社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

により、昭和 22年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立

期間のうち同年４月から同年９月 30 日までは、厚生年金保険の適用事業所と

なっていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年１月から 32年１月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では織子と

して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の供述により、期間は特定できないが、申立人が同社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、既に解散し、事業主も死亡していることから同社及び当該事

業主から、申立人の勤務期間や厚生年金保険料控除について確認することができ

ない。 

 また、申立人が「Ａ社に一緒に入社し同じ仕事をしていた。」と回答している同

僚は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認することができない。 

 さらに、Ａ社で申立人と同じ業務に従事していた同僚は、「入社して１年ほどた

ってから厚生年金保険に加入した。」と回答していることから、同社では、入社か

ら相当期間経過後に従業員を厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

加えて、上記被保険者名簿には、申立期間に整理番号の欠番が無く、申立人の

記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年から 41年 10月 21日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に運転手として勤務した申立期間の厚生年金保険の

加入記録が無い。同社に勤務したことは確かなので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の従業員の供述により、申立人が、申立期間の

うち、昭和 39年８月 22日から 40年７月 23日まで、Ａ社に勤務していたこと

が認められる。 

しかしながら、Ｂ社は、「当時のＡ社に係る資料が保存されておらず、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答して

いる上、当時の代表者は既に死亡しており、社会保険事務の担当者は連絡先が

判明しないことなどから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

ては確認することができない。 

また、申立人は、当時の上司や同僚を記憶していないため、Ａ社に係る事業

所別被保険者名簿から、申立期間当時に厚生年金保険に加入していたことが確

認できる複数の従業員に照会したところ、昭和 39 年７月３日に厚生年金保険

に加入していることが確認できる従業員１人は、「自分は、運転手として昭和

37年７月ごろに入社したが、入社後２年間は厚生年金保険に未加入だった。」、

さらに、昭和 39 年７月５日に厚生年金保険に加入していることが確認できる

従業員１人は、「自分は、昭和 37 年 11 月ごろ運転手として入社したが、１年

半くらいは厚生年金保険に加入していなかった。」とそれぞれ供述している。 

さらに、当時、Ａ社の事務員として勤務していた従業員は、「当時、運転手

は入退社が頻繁だったことから、厚生年金保険の加入は入社と同時ではなく、

入社から一定期間後であったと記憶している。」と供述している。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、運転手として採用した従業員



 

については、入社後相当期間が経過した後に厚生年金保険に加入させていたも

のと考えられる。 

加えて、上記被保険者名簿を確認したところ、健康保険及び厚生年金保険の

整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が失われたとは考え難く、社会

保険事務所（当時）の事務処理に不自然さはみられない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10297 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から 29年６月１日まで 

Ａ社(後に、Ｂ社)に勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社に申立期間勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員の供述により、時期は特定できないものの、申立人がＡ社に勤

務していたことはうかがわれる。 

しかしながら、申立人が申立期間当時勤務していたとしているＡ社は、オン

ライン記録において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所

在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ａ社の代表者及び同僚 12 人を記憶しているものの、代表

者については連絡先が判明せず、同僚 12 人については名字しか覚えておらず

人物が特定できないことから連絡が取れず、Ａ社における申立人の勤務の実態

及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社が厚生

年金保険の適用事業所となった昭和 29 年６月１日に被保険者資格を取得した

９人のうち連絡先が判明した４人に照会したところ、１人から回答があり、「申

立人と一緒にＡ社に勤務していたことは覚えているが、厚生年金保険に加入し

ていたか否かは分からない。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業



 

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 12月５日から 43年４月 20日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同社

に勤務していたことは間違いないし、一緒に勤務していた同僚２人は厚生年金

保険に加入していたので、自分も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の従業員の供述及び申立人が提出した当時の出来事を記載したメ

モにより、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の従業員に係る資料を保存していないの

で、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除については分からない。当時は

従業員の入退社が頻繁だったので、３か月程度の試用期間を設け、その間は厚生

年金保険のほか、雇用保険や健康保険にも加入させなかった。試用期間中の従業

員から厚生年金保険料を控除することはあり得ない。」と回答している。 

また、申立人が記憶している同僚２人について、Ａ社に係る事業所別被保険者

名簿において当該申立期間当時の加入記録が確認できるものの、そのうちの１人

は、「Ａ社に入社した時期は正確には覚えていない。しかし、入社と同時に厚生年

金保険に加入したのではなく、３か月程度の試用期間経過後に加入させてもらっ

た。」と供述しており、他の１人は、連絡先が判明せず、入社時期等については確

認できなかった。このほか、申立人が名字のみを記憶していた同僚については、

上記被保険者名簿に加入記録が無いことが確認できる。 

さらに、上記被保険者名簿から、申立期間当時に厚生年金保険に加入している

ことが確認できる複数の従業員に照会したところ、入社時期について供述が得ら

れた従業員について、その供述内容及び被保険者名簿により、入社後４か月から

６か月程度経過後に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、入社後一定期間が経過した後に

厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 



 

加えて、上記被保険者名簿を確認したところ、健康保険及び厚生年金保険の整

理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が失われたとは考え難く、社会保険

事務所（当時）の事務処理に不自然さはみられない。 

また、申立人については、申立期間のＡ社における雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年５月１日から平成８年 12月 28日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した申立期間における厚生年金保険の標準

報酬月額が、給与額と相違していることが判明した。平成８年ごろに経営が

悪化して社会保険料の未払が発生し、社会保険事務所（当時）に出向き未納

分の処理を社会保険事務所に任せたが、標準報酬月額が減額訂正されるとの

説明は聞いてない。また、この減額訂正以前における平成６年７月１日から

８年 12 月 28 日までの期間の標準報酬月額が 26 万円と実際の報酬額よりも

低く届出されていることについては、届出をした記憶もなく納得できない。

申立期間の標準報酬月額を実際の報酬額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 62年５月１日から平成元年２月 28日までの期間に

ついて、オンライン記録によれば、申立人のＡ社における同期間に係る標準

報酬月額は、47 万円と記録されており、遡及
そきゅう

して減額訂正された形跡は無

く不自然な点は見当たらない。 

２ 申立期間のうち、平成元年３月１日から８年 12月 28日までの期間につい

て、オンライン記録によると、申立人のＡ社における同期間に係る標準報酬

月額は、当初、元年３月から同年 11月までの期間は 47万円、元年 12月か

ら６年６月までの期間は 53 万円、６年７月から８年 11 月までの期間は 26

万円とそれぞれ記録されていたものが、同社が厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった８年 12月 28日より後の９年１月６日付けで遡及
そきゅう

して、元

年３月から４年９月までの期間が６万 8,000円に、同年 10 月から７年９月

までの期間が８万円に、同年 10 月から８年 11 月までの期間が９万 2,000



 

円にそれぞれ減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間当時、代表取締

役であったことが確認できる。 

さらに、Ａ社が経理業務を委託していた経理事務所は、「平成７年か８年

ごろから、受託業務の報酬支払が遅れるようになり、最後は 80 万円の貸倒

れになった。また、Ａ社の社会保険料の滞納については、経理資料の未払金

の明細を見れば当然分かるが、同社に多額の社会保険料の未払があった。」

と回答していることから、同社が社会保険料を滞納していたことがうかがえ

る。 

加えて、オンライン記録から、申立期間においてＡ社の被保険者であるこ

とが確認できる５人の元従業員に経営状況などを照会したところ、うち４人

が、「勤務当時に給与の遅配があり、経営状況は厳しかった。」と回答してい

る上、そのうちの一人は、「社会保険事務所から社長が呼び出され、『社長の

年金額を減額することと引換えに納付したこととする。』と言われた。」と回

答している。 

なお、申立人は、「滞納保険料について、社会保険事務所の担当者と対応

し、滞納保険料の処理として、同担当者から『代表者が将来受け取る年金か

ら、未納分を支払う方法がある。』と提案され、社会保険事務所に処理を任

せた。」と述べていることから、申立人は、Ａ社の代表取締役として、申立

期間に係る自らの標準報酬月額の減額に同意したものと考えられる。 

３ 訂正前の平成６年７月１日から８年 12月 28日までの期間について、申立

人は、「訂正前の標準報酬月額が 26万円と実際の報酬額よりも低く記録され

ていることについては、届出をした記憶も無く、納得できない。」と主張し

ている。 

しかし、平成６年７月から８年 12 月までの期間には事業主から３回の健

康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決

定が行われており、社会保険事務所が誤って処理をしたとは考え難い。 

また、オンライン記録に申立人の当該標準報酬月額の記録について訂正処

理をした形跡も無く、不自然さは見当たらない。 

４ これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社の

代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正及び届出に同意しな

がら、当該標準報酬月額の記録訂正処理及び届出の受理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年 10月１日から 30年６月５日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には昭和 27年 10月１日から勤務していたので、申立期間も厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元従業員の回答により、申立人は、申立期間にＡ社に臨時雇用員とし

て勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、「当時の人事資料等を保有していないことから、申

立人の申立期間当時における勤務状況や厚生年金保険の加入状況については

不明である。」と回答している。また、同社の総務部長は、「当時、臨時雇用員

の社会保険の取扱いは、入社時は厚生年金保険に加入させず、一定期間が経過

した後に正社員に昇格させ、その時点から厚生年金保険に加入させていた。」

と述べている。 

このため、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間当時に被保険者

資格を取得している元従業員 10 人に照会したところ、８人から回答があり、

そのうちＡ社に臨時雇用員として入社したと回答した５人は、「入社して正社

員になるまでは厚生年金保険に加入していなかった。」と述べている上、これ

らの元従業員が入社したとする日から被保険者資格を取得するまでの期間を

調べると、最短の者で 19か月、最長の者で 48か月であることが確認できる。 

さらに、上記の５人の回答者のうちの一人は、「申立人はＡ社に入社したと

き私の配下にいた。当時、Ａ社には季節労働者等の臨時雇用員が大勢勤務して

いたが、臨時雇用員は、厚生年金保険の適用はなかった。私も季節労働者（臨

時雇用員）として入社し、その後、３年半ぐらい勤務した後、正社員に昇格し、



 

その時点から社会保険に加入した。」と述べている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者としての記録について

は、訂正する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年 11月１日から 30年６月１日まで 

    昭和 18 年８月に結婚と同時に婿養子になって以降、養父とともにＡ社の

事業に関わり、専務取締役を経て 52 年５月代表取締役就任中に死亡退職す

るまで勤務していたが、同社での厚生年金保険の加入が 30 年６月１日から

となっているのを知った。社会保険（厚生年金保険）の加入は、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所になった昭和 23 年 11 月１日からであると思うので、

調査してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の二人の従業員の回答及び申立人の子が作成した申立人に係

る履歴メモから、申立人は申立期間においてＡ社に専務取締役として勤務して

いたものと推認できる。 

しかし、申立人に係る厚生年金保険被保険者番号払出簿に記載された昭和

30 年６月１日付けの資格取得日と被保険者番号は、Ａ社の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の記載内容と一致していることが確認できる上、同被保険者

番号払出簿及び同被保険者名簿に記載内容の訂正などの不自然な点は見当た

らない。 

また、申立期間当時にＡ社の事業主であった申立人の養父の同社における厚

生年金保険の資格取得日も昭和 30 年８月１日であるのが確認できることから、

当時、同社では、事業主及び申立人に係る社会保険の加入については、一般従

業員とは異なった取扱いであったことがうかがわれる。 

さらに、申立人の子も、「申立期間当時、養父とともに会社の経営に関わり、



 

会社の事務面は社会保険関係も含め、全部父（申立人）が行っていたと思う。」

と述べている。 

加えて、前述の二人の従業員は、「申立人は、専務取締役として年金事務を

担当していた。」と回答している。 

これらを踏まえると、申立人は、Ａ社の社会保険の届出等に権限を有してお

り、厚生年金保険料の控除及び社会保険事務所（当時）への納付についても知

り得る立場にあったと推認できる。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）第１条第１項ただし書においては、特例対象者（申立

人）は、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを

知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対

象とすることはできない旨が規定されている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、仮

に、申立人が主張する申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることができたとしても、申立人は、上記のとおり特例

法第１条第１項ただし書に規定されている「保険料納付義務を履行していない

ことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認め

られることから、当該期間については、同法に基づく記録訂正の対象とするこ

とはできない。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 10304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月１日から同年 12月９日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

年金手帳に、被保険者となった日として昭和 60 年４月１日と記入されてお

り、同日より厚生年金保険に加入していたと思われるので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間当時に厚生

年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、連

絡の取れた３名のうち１名は、申立期間当時の社会保険の事務担当者であり、

同人は、「申立期間当時に記入したメモを保管しており、申立人について、入

社は昭和 60年４月１日と記録されている。」と供述していることから、申立人

が昭和 60年４月１日から同社に勤務していたことは推認できる。 

また、上記社会保険の事務担当者であった従業員は、「厚生年金保険の加入

は希望制で、申立人についても加入の意思表示があってから手続をした。また、

上記のメモに、申立人について、社会保険の加入は昭和 60年 12月と記入され

ている。なお、申立人の年金手帳の「被保険者となった日」の記入については

覚えてはいないが、入社時に預かって、とりあえず入社日を記入してしまった

のかもしれない。」と供述している。 

一方、Ａ社の当時の代表者は、「申立期間当時の従業員に関する資料等を保

管していないことから、申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況等につい

ては分からない。しかしながら、厚生年金保険の加入については、入社後しば

らく様子を見ていた期間があり、収入が安定し、かつ本人が希望していた場合

のみ加入手続をしており、未加入期間について厚生年金保険料は控除していな



 

かった。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年２月 22日から 37年５月 16日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤

務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している同僚の供述から、勤務期間は特定できないものの申立

人が、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社の当時の事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間におけ

る勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

また、上記同僚は、「Ａ社は、当時は従業員が数名の小さな会社であり、代

表者から厚生年金保険には未加入であることを聞いていた。厚生年金保険に加

入したのは、別の地域に移転してからであった。」と供述しているところ、オ

ンライン記録によれば、Ａ社は申立期間において厚生年金保険の適用事業所で

はなかったことが確認でき、申立人が退職した後の昭和 40年 12月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から 34年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。勤務して

いたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述により、期間は特定できないものの、申立人が同

社で勤務していたことはうかがえる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が、厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、昭和 28 年１月１日であり、申立期間のうち、27 年４月１日から同

年 12月 31日までは適用事業所とはなっていない。 

また、Ａ社の社会保険事務担当者及び複数の従業員は、申立人は日雇労働者

であり、厚生年金保険には加入していないと供述しており、申立人も「給与の

支払は日給制であった。厚生年金保険被保険者証、健康保険被保険者証及び雇

用保険被保険者証を当時受け取ったかについては不明である。」と供述してい

る。 

さらに、Ａ社の元事業主は、当時の資料を保存しておらず、申立人の厚生年

金保険料の控除等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10313 

 

第１ 委員会の結論 

昭和 17年４月２日から同年５月 31日までの申立期間については、申立人が

労働者年金保険被保険者であったと認めることはできない。また、同年６月１

日から 19年 10月 12 日までの申立期間及び 20年 12月 17日から 25年４月１

日までの申立期間については、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17年４月２日から 19年 10月 12日まで 

             ② 昭和 20年 12月 17日から 25年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の労働者年金保険及び申立期間②

の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には昭和 17年４月から 25年３月ま

で継続して勤務し、申立期間中、保険料が控除されていたはずなので、申立

期間について労働者年金保険及び厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社の複数の元同僚による「期間は不明だが、申立

人が当社で働いていたことをよく覚えている。」旨の供述から判断すると、期

間の特定はできないが、申立人が同社に勤務していたことは推認される。 

しかしながら、労働者年金保険法では、昭和 17年１月１日から同年５月 31

日までは、保険料徴収までの施行準備期間であり、申立期間①のうち、同年５

月 31 日以前の期間については、同法上、労働者年金保険の被保険者期間とは

ならない。 

また、申立期間①のうち、昭和 17年６月１日から同年 11月 30日までの期

間については、労働者年金保険法の適用の期間であるものの、Ａ社は、同社に

係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿によると、17年 12月１日に労働者

年金保険の適用事業所になっており、申立期間の一部は労働者年金保険の適用

事業所ではないことが確認できる。 



 

さらに、Ａ社の当時の代表者は既に死亡している上、複数の元同僚は、「当

時の社会保険担当者を記憶していない。」旨供述していることから、同社にお

ける申立人の申立期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿から、複数の元従

業員に照会したが、「在職中は同じ親方の下で一緒に造船の養成工（正社員）

として勤務し、申立人も含め勤務形態の変更はなく、厚生年金保険の加入は昭

和 19年 10月 12日からの記録となっており、申立人と同じである。」旨供述し

ているなど、申立人が申立期間①において労働者年金保険被保険者として保険

料控除されていたことを確認することができなかった。 

申立期間②については、Ａ社において申立人の兄弟子であったとされる元同

僚は、「当社では、同じ親方の下で申立人と共に働いていたが、昭和 20 年 12

月 17 日に辞めて、親方と申立人を含む造船養成工等と共に他社へ手伝いのた

めに移った。」旨供述していることから、申立人が当該期間において同社に勤

務していたことは確認できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人が記

憶する複数の同僚は、いずれも昭和 20年 12 月 17日に被保険者資格を喪失し

ていることが確認できる上、同社は、22年８月 27日に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており、申立期間②の過半は厚生年金保険の適用事業所では

ないことが確認できる。 

さらに、Ａ社の当時の代表者は既に死亡している上、複数の元同僚は、「当

時の社会保険担当者を記憶していない。」旨供述していることから、同社にお

ける申立人の申立期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業

員に照会したが、申立人が申立期間②において厚生年金保険被保険者として保

険料控除されていたことを確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①における労働者年金保険料及び申立期間②に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①のうちの昭和 17 年４月２日から同年５月 31 日までの期間について、

申立人が労働者年金保険被保険者であったと認めることはできない。また、申

立期間①のうちの同年６月１日から 19年 10 月 12日までの期間及び申立期間

②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年５月１日から 39年６月１日まで 

             ② 平成７年５月１日から 14年１月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申立期間②

の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違している。Ａ社では営業担当であり、Ｂ社では貿

易事務担当であり、それぞれの会社において厚生年金保険関係事務に関与し

ていなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、当該期間に係る標準報酬月額は、２万円

以上であった旨主張しているところ、オンライン記録によると、当該期間の標

準報酬月額は、１万 8,000円であることが確認できる。 

また、当時、Ａ社において、申立人と同じ職種であったとされる従業員の標

準報酬月額は、オンライン記録によると、申立人と同額であることが確認でき、

申立人の標準報酬月額のみが他の従業員の取扱いと異なり低額であるという

事情は見当たらない上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録

にも不自然な訂正は無い。 

さらに、Ａ社は、オンライン記録によると、昭和 39 年６月１日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっており、同社の当時の代表者及び社会保険担当

者は所在不明であるため、同社における申立人の申立期間①に係る厚生年金保

険の取扱いについて確認することができない。 

申立期間②については、申立人は、当該期間に係る標準報酬月額は、平成７

年４月の 53 万円と同額であった旨主張しているところ、オンライン記録及び

Ｃ厚生年金基金の記録によると、当該期間の標準報酬月額は、いずれも 44 万



 

円であることが確認できる。 

また、Ｂ社の監査役は、「当時、当社は経営が苦しく、社員の給与を平成７

年２月に一律で減額した。」旨供述している上、同社から提出された「平成７

年給与台帳」によると、申立人の給与は、同年２月から同年 12 月までは、同

年１月の給与に比較し削減され、給与支給額に通勤費を加えた金額は 44 万円

となり、標準報酬月額と一致することが確認できる。 

さらに、Ｂ社の当時の厚生年金保険担当者は、平成７年の給与削減について、

「社員への説明会も実施し、社員あての通知文書は給与明細に同封して渡し

た。」旨供述している上、他の複数の従業員は、「７年に給与の大幅な削減があ

ったことを覚えている。」旨供述しており、このことは、オンライン記録から、

複数の従業員の標準報酬月額が減額されていることから確認できる。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10315 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年ごろから 36年ごろまで 

Ａ事業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所

には昭和 29年ごろから継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給

与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった昭和 35年５月 17日付けＢ労働基準局長交付の「映

寫技術者免許証」によると、当該免許証に記載された住所がＡ事業所の住所で

あることが確認できる上、当該免許証の交付日は申立期間に含まれることから

判断すると、期間の特定はできないが、申立人が同事業所に勤務していたこと

は推認される。 

しかしながら、Ａ事業所は、オンライン記録によると、厚生年金保険の適用

事業所となっていない。 

また、申立人は、「Ａ事業所から健康保険証を受領した記憶が無い。」旨供述

している上、同事業所の当時の代表者は既に死亡しており、その長男は、「Ａ

事業所は、父が個人経営の映画館として昭和 40 年に火事で廃業するまで経営

していた。私が、父から引き継ぎ平成 18 年まで経営していた姉妹館のＣ事業

所も厚生年金保険の適用事業所ではなかったので、Ａ事業所も厚生年金保険の

適用事業所ではなかったと思う。」旨供述しており、申立人が申立期間におい

て厚生年金保険被保険者として保険料控除されていたとは考え難い。 

さらに、申立人は、Ａ事業所の同僚の名字のみ記憶しているものの、名前を

記憶していないことから、同僚への照会ができず、同事業所における申立人の

申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することが



 

できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案10317（事案2052の再申立て）                          

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和35年４月１日から36年10月１日まで 

                ：  ② 昭和37年３月６日から38年１月13日まで 

                ：  ③ 昭和38年８月19日から39年４月１日まで 

脱退手当金の記録管理について納得がいかないので、支給記録をすべて取

り消し、年金としてもらえるようにしてほしいと第三者委員会に申し立てた

が、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が行われたと考えられることなど、社

会保険事務所（当時）の一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなど

の理由から認められなかった。 

新たな証拠等は提出できないが、審議結果に納得できないので、再度申し

立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の事業所別被保険者名簿には、脱

退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、

厚生年金保険被保険者記号番号払出簿の申立人の氏名は、昭和42年２月３日に

旧姓から新姓に氏名変更されており、申立期間の脱退手当金はほぼ同時期に支

給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が行わ

れた可能性が考えられること、一連の事務処理に不自然さはうかがえないこと

などから、既に当委員会の決定に基づく平成21年５月13日付け年金記録の訂正

は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は前回の審議結果に納得できないとし、再申立てを行っている

が、申立人は上述の通知に異議を唱えるだけで、新たな主張は無く、その他に

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10318                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年９月２日から 40年２月 26日まで 

脱退手当金を請求した記憶も、受給した記憶も無いので、脱退手当金を受

給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の女性

被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 40 年

２月26日の前後２年以内に資格喪失した者40名の脱退手当金の支給記録を確

認したところ、40 名全員について脱退手当金の支給記録が確認でき、そのう

ち 38 名が厚生年金保険被保険者資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支

給決定がなされている上、当該事業所から提出のあった脱退手当金の請求記録

簿には、申立人の脱退手当金を 40年２月 26日に請求していることが記されて

いることを踏まえると、申立人の脱退手当金の請求についても、その委任に基

づき事業主が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立人の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表

示が記されているとともに、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約１か月半後の昭和 40 年４月９日に支給決定されているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10319                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年３月１日から同年７月１日まで 

② 昭和 31年 10月１日から 39年４月 30日まで 

私は脱退手当金を受給した記憶は無く、支給対象期間に含まれている申立

期間①の事業所では厚生年金保険の被保険者になっていることを知らなか

ったので、自分で請求するはずはなく、脱退手当金は受給していないことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る最終事業所における健康保険厚生年金保険被保険者名簿の

申立人の氏名は、事業所を退職後の昭和 39年７月 31日に訂正処理がなされて

おり、申立期間の脱退手当金は同年９月 25 日に支給決定されていることを踏

まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名訂正が行われたと考えるのが自然で

ある。 

また、当該被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」表示が記

載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約４か月半後の昭和 39年９月 25日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10320                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月 26日から 36年 10月２日まで 

脱退手当金を請求した記憶も受給した記憶も無い上、事業所からは脱退手

当金に関する説明は受けていないので、脱退手当金を受け取っていないこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の女性

被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 36 年

10月２日の前後２年以内に資格喪失した者 31名の脱退手当金の支給記録を確

認したところ、28 名について脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち 23

名が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていること

に加え、当該支給決定の記録がある者の一人は、事業所がその請求手続をした

旨の供述をしていることを踏まえると、申立人の脱退手当金の請求についても、

事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２

か月後の昭和 36年 12月８日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給に

係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10322 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 56年５月から 59年４月ごろまで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務してい

たのは確かなので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚が申立人を記憶している旨供述していることから判断すると、申

立人は、勤務期間を特定するまでには至らないものの、Ａ社に営業職として勤

務していたことがうかがえる。 

しかし、申立期間当時にＡ社において、厚生年金保険の被保険者資格を有し

ていた複数の同僚及び従業員の供述から、同社における厚生年金保険の取扱い

は、職種や勤務形態により異なり、一律には被保険者資格の取得手続が行われ

ていなかったことがうかがえる。また、申立人と同じ営業職として勤務してい

た従業員にも、厚生年金保険の被保険者となっていない者が確認できる上、同

社の従業員数と事業所別被保険者名簿に記録されている被保険者数を比較し

てみると、相当数の未加入者がいたものと認められることから、同社では、す

べての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったものと考えら

れる。 

なお、Ａ社は、昭和 60年６月 29日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、代表者は既に死亡していることから、同社における申立期間当時の

厚生年金保険の取扱い、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除の事実に

ついて確認することができない。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本によると、同社は、昭和 60 年７月＊日に裁判

所の破産宣告を受けており、同社破産管財人は、平成 13年 10月をもって書類



 

の保存期間経過に伴い、ほとんどの関連資料を廃棄した旨供述している。念の

ため、申立人に係る同社での情報について再調査を実施してもらったが、申立

事実を確認できる関連資料等の新たな情報を得ることはできなかった。 

さらに、申立人に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、Ａ社の事業所

別被保険者名簿に申立人の氏名は記録されておらず、健康保険被保険者証番号

は連続しており不自然な欠番や訂正箇所は見当たらないことから、社会保険事

務所（当時）において、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10323 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 57年７月から 59年９月 18日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和 59 年９月に

異動した先の系列会社のＢ社では加入記録があるのにＡ社での記録が無い

のは変だと思う。勤務していたのは確かなので、申立期間に厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   上司が申立人を記憶している旨供述していることから判断すると、申立人は、

勤務期間を特定するまでには至らないものの、Ａ社に営業職として勤務してい

たことがうかがえる。 

しかし、申立期間当時にＡ社において、厚生年金保険の被保険者資格を有し

ていた同僚及び従業員の供述から、同社における厚生年金保険の取扱いは、職

種や勤務形態により異なり、一律には被保険者資格の取得手続が行われていな

かったことがうかがえる。また、申立人と同じ営業職として勤務していた従業

員にも、厚生年金保険の被保険者となっていない者が確認できる上、同社の従

業員数と事業所別被保険者名簿に記録されている被保険者数を比較してみる

と、相当数の未加入者がいたものと認められることから、同社では、すべての

従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったものと考えられる。 

なお、Ａ社は、昭和 60年６月 29日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、代表者は既に死亡していることから、同社における申立期間当時の

厚生年金保険の取扱い、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除の事実に

ついて確認することができない。 

また、オンライン記録によると、申立期間において、申立人は、国民年金の

第１号被保険者となっているが、当該期間はすべて申請による保険料全額免除



 

期間と記録されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の商業登記簿謄本によると、同社は、昭和 60 年７月＊日に裁

判所の破産宣告を受けており、同社破産管財人は、平成 13年 10月をもって書

類の保存期間経過に伴い、ほとんどの関連資料を廃棄した旨供述している。念

のため、申立人に係る同社での情報について再調査を実施してもらったが、申

立事実を確認できる関連資料等の新たな情報を得ることはできなかった。 

加えて、申立人に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、Ａ社の事業所

別被保険者名簿に申立人の氏名は記録されておらず、健康保険被保険者証番号

は連続しており不自然な欠番や訂正箇所は見当たらないことから、社会保険事

務所（当時）において、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


